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内閣人事局の勤務時間管理システムについて①

 内閣人事局が開発・運用中の「勤務時間管理システム」は、出勤簿・休暇簿のほか、テレ
ワーク状況の把握、超過勤務見込報告、出退勤時刻の把握、フレックスタイム制の申告手
続をオンライン化。希望する府省に対して導入を支援

 勤務時間管理のシステム化により、上司は職員の勤務時間や勤務形態をリアルタイムで把
握でき、マネジメントに活用可能。フレックスタイム制の申告・変更手続も簡素化でき、
庶務担当の負担軽減と「柔軟な働き方」の促進に寄与。申告内容は前日まで変更可能

「勤務時間管理システム」ホーム画面
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内閣人事局の勤務時間管理システムについて②

【システムの主な特徴】

① 日ごとの始業・終業時刻の設定時にコアタイムや最低勤務時間に反しないかを自動チェック。

② ４週間の合計勤務時間（155時間）や、週の小計（38時間45分など）を自動計算。

③ 申請ボタンを押すと、申請内容に不整合がないかを自動チェックの上、問題なければ自動的に上長にメール送付。

※ 前日まで変更申請可能。変更すると既になされた申請が取り消される旨のシステム確認あり。

「フレックス申請」画面

①

② ③

内閣 人男

②
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本研究会は、令和４年１月31日以降、同年７月○日までの間に○回にわたり、テレ

ワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方について検討を重ねてき

たところであり、この度、早期に実施すべき事項として、フレックスタイム制及び休

憩時間制度の柔軟化について以下のとおり中間報告を取りまとめたので報告する。 
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Ⅰ．研究会開催から中間報告までの経緯 

１．研究会開催の課題認識 

新型コロナウイルス感染症への対応を契機として、官民を問わずテレワーク（注）

による働き方が広がってきていることを踏まえ、テレワーク等の柔軟な働き方に対

応した一般職国家公務員の勤務時間制度等の在り方を検討するため、学識経験者に

よって構成する本研究会を開催することとされた。 

（注）本報告書において、テレワークとは、ICT（情報通信技術）の活用の有無を問わず、自宅、各府

省等が設置するサテライト・オフィス等の通常の職場と異なる場所において、同等の職務を遂行

する勤務形態のことをいう。（「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

（令和３年３月厚生労働省）においては、「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」

とされ、ICTを利用する場合に限られている点が異なる。） 

 

（一般職国家公務員の勤務時間制度） 

一般職国家公務員の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間当たり38時間45分とさ

れており、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」（平成６年法律第33号。

以下「勤務時間法」という。）に基づき、各省各庁の長において、職員が具体的に勤

務日のどの時間帯に勤務すべきかを事前に勤務時間の割振りにより定めることにな

っている。この枠組みの下で、いわゆる官執勤務（注）やフレックスタイム制、交替

制等勤務といった勤務の形態が措置されている。職員は、勤務時間において職務専

念義務を負う。 

（注）官執勤務は、「官庁執務時間並休暇ニ関スル件」（大正11年閣令第６号）に定められている官庁

執務時間（原則８時30分～17時）を念頭に置いて、月曜日から金曜日までに一日７時間45分の勤

務時間が割り振られる勤務形態である。 

勤務時間の割振りについて近年の主な改正内容としては、ワーク・ライフ・バラ

ンスに対する意識の高まりや働き方に対するニーズの多様化の状況等を踏まえ、平

成28年４月から、原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制を拡充し、あ

わせて、育児・介護を行う職員についてはコアタイム及び一日の最短勤務時間数を

短縮するとともに週休日を土日のほか週１日まで追加すること（週休日を追加しな

い週については職員が選択する日のコアタイム及び一日の最短勤務時間数の制限を

免除すること）を認めるなど一般の職員の場合よりもより柔軟な勤務形態となる仕

組みを措置した。 
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（勤務時間制度をめぐる情勢の変化） 

当初、令和２年に開催が予定されていたオリンピック・パラリンピック東京大会

については、その開催期間中に交通混雑が深刻化することが見込まれていたことか

ら、国家公務員が休暇取得、テレワーク、時差出勤等によりピーク時間帯の出勤を

回避する取組の検討や試行が進められていた。 

そのような中、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことから、職場等に

おける感染拡大防止のため、テレワーク、ローテーション勤務、時差出勤等の取組

が実施されてきた。このような対応を契機として、官民を問わずテレワークによる

働き方が広がってきている。国家公務員については、「国家公務員テレワーク・ロー

ドマップ」（平成27年１月21日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定。令和

３年３月30日改定）において、令和７年度までに、テレワークを活用することで、

「新しい日常」に対応し、如何なる環境下においても必要な公務サービスを提供で

きる体制を整備することを目指すとされている。 

新型コロナウイルス感染症への対応として、これまでも、人事院では、交通機関

のピーク時間帯を避けた時差出勤が可能となるよう連続勤務時間を通常より長く認

める、勤務時間の割振りの特例などを措置してきている。 

他方、現行の勤務時間制度は、職員が官署で共に勤務することを前提としたもの

になっており、テレワークを念頭に置いた制度としては、一日の一部で在宅勤務を

行う場合における官署と住居の間の移動又は在宅勤務時の育児・介護に係る時間を

確保するための休憩時間の延長という仕組みのみとなっている。前述の平成28年４

月のフレックスタイム制の拡充においても、組織的な対応を行う観点から原則とし

て全員が勤務しなければならないコアタイム等を設定している。 

テレワークの推進は、業務プロセスの変革やデジタルトランスフォーメーション

の推進を通じた行動変容、非常時における業務継続の観点からも重要である。テレ

ワークを実施可能な環境が整備されていくことに伴い、場所や時間を有効に活用で

きる働き方が可能となってきている中、そのような柔軟な働き方に対応した勤務時

間制度の在り方が検討課題となっている。 

勤務時間制度については、柔軟な働き方に対応する観点からどのように見直して

いくべきか検討する必要がある。また、テレワーク時の安全衛生やメンタルヘルス

の確保など、テレワークに関する諸課題に対応するため、関連する制度全般につい
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ての検討も必要である。 

特に健康確保との関係では、公務において長時間労働の問題がある中、柔軟な働

き方を進めていく上で、勤務間インターバル確保の方策について議論していく必要

性が高まっている。昨年７月に変更が閣議決定された「過労死等の防止のための対

策に関する大綱」において、勤務間インターバル制度は、働く者が生活時間や睡眠

時間を確保し、健康な生活を送るために重要であるとされ、過労死をゼロとするこ

とを目指して、民間における勤務間インターバル制度の導入企業割合等について数

値目標が設けられているなどの動向にも留意する必要がある。 

 

（本研究会の開催） 

このような状況を踏まえ、人事院は、昨年８月の人事院勧告時の報告において、

「各府省の取組状況や民間の動向等を踏まえつつ、現行のフレックスタイム制の柔

軟化など、テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方につい

て検討を行うため、有識者による研究会を設ける」旨を表明した。 

上記の勤務時間制度をめぐる情勢の変化に応じた専門的な見識を基に検討を行う

ため、人事院事務総局職員福祉局長が、労働法、行政学、行政法、労働経済学、安

全衛生及び経営学の各分野の学識経験者の参集を求めて本研究会を開催し、今後の

勤務時間制度等の在り方について、幅広い見地から議論することとされた。 

 

２．これまでの検討の経緯 

（第１回：令和４年１月31日開催） 

第１回研究会においては、事務局から、現行の勤務時間制度の概要やテレワーク

の位置付けなどについて説明がなされた上で、下記①～③について考えられる論点

として、それぞれ次に掲げる点が示された。 

① テレワークという働き方 

・ 働く場所の決定方法の在り方 

・ テレワーク勤務中の職務専念義務の在り方 

・ テレワークを行う職員の作業環境の整備、健康状態の把握の在り方 等 

② 柔軟な働き方に対応した勤務時間制度 

・ フレックスタイム制の柔軟化 

・ 休憩時間制度の柔軟化 
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・ テレワーク中のみなし勤務や裁量労働制の適用 等 

③ 勤務間インターバル確保の方策 

・ 勤務間インターバル制度を導入する場合の具体的制度設計 

・ 緊急業務等の例外的な取扱い 等 

その後、本研究会参加に当たっての問題意識や関心事項について、委員間で意見

交換が行われた。委員からは、主に次のような意見が述べられた。 

・ 現在、国家公務員は、複雑かつ多くの政策課題への対応が求められている。

現職の職員が意欲高く職務に取り組み、研さんを重ね、政策立案から関係各所

との調整、業務執行など各人の能力を最大限に発揮するためには、フレキシブ

ルな勤務環境や制度を整備していくことが重要である。フレックスタイム制や

テレワークは、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、これらの

環境整備によって、公務職場の魅力が高まるとともに、職員の公務へのエンゲ

ージメントが高まり、離職防止や多様な有為な人材の確保の手段として有効に

機能していくものと考えられる。 

・ 各制度の導入・見直しについて検討する際は、各府省一律に進めるのではな

く、職種や業務内容ごとにメリット・デメリットを勘案して、導入・見直しが

可能な職種・業務から進めていくことを考える必要がある。 

 

（第２回：令和４年２月28日開催） 

第２回研究会においては、国家公務員のテレワークの現状、柔軟な働き方の推進、

健康確保の在り方等について、内閣人事局及び職員団体（公務員労働組合連絡会、

日本国家公務員労働組合連合会）からヒアリングを行った。 

〇 内閣人事局からは、主に次のような言及があった。 

・ 働き方改革の観点からも柔軟な働き方の実現は重要な課題であり、各府省が

業務実態に合わせ、フレックスタイム制の内容を自律的に設定可能にすること

が必要である。 

・ 勤務間インターバルについて制度化を検討するとともに、突発的な業務への

対応に支障がないような柔軟な制度設計とすることが必要である。 

・ テレワーク推進に向けて、職務専念義務の解釈を明確化することが必要であ

る。 
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〇 公務員労働組合連絡会からは、主に次のような言及があった。 

・ 国家公務員の職場環境や職務内容は極めて多岐に亘っていることから、新た

な制度を導入する場合、現場の実態を十分に踏まえた柔軟なものにする必要が

ある。 

・ フレックスタイム制やテレワークの拡充、勤務間インターバルの導入等を図

る際には、その前提として、余力のある職場、要員の確保が必要である。 

・ テレワークを始め、働く時間や場所の柔軟化の推進に当たっては、職務専念

義務を始めとする各種服務、各種手当、庁舎や宿舎など、公務員に関する法制

度や施策との整合性を図ることが必要である。 

〇 日本国家公務員労働組合連合会からは、主に次のような言及があった。 

・ テレワークの実施の適否等を始め、国家公務員の柔軟な働き方を実現するた

めの諸制度の在り方の検討に当たっては、職場の人的体制が脆弱化しているこ

とを踏まえ、極めて慎重に議論する必要がある。 

・ このことを前提としつつ、職員の勤務条件を維持・改善するとともに、勤務

間インターバル制度等をはじめとする諸制度の実効性を確保することを重視

すべきである。 

その後、ヒアリングを踏まえた委員間の意見交換を行った（詳細は、第３回研究

会の記載参照）。 

 

（第３回：令和４年４月18日開催） 

第３回研究会においては、第２回研究会から引き続き、ヒアリングを踏まえた全

体的な意見交換を行った。 

〇 テレワーク関係 

・ テレワーク導入の目的や理念を明らかにすることの重要性が複数の委員から

言及された。 

・ 個人の希望するライフスタイルに合わせた働き方を可能にすることで、生産

性向上とともに公務員の魅力向上に資するという意見があった。 

・ テレワークを、本人が希望した場合に認める制度とするか、管理者が命ずる

制度として設計するかは重要な論点であるとの指摘があった。 

・ テレワーク導入の前提として、適切な人員体制や業務態勢の確保ができてい
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るかを踏まえる必要があるとの指摘がなされた。 

・ テレワークや柔軟な働き方の導入に当たっては、一律の数値目標を設けるの

ではなく、府省又は業務単位で判断可能な制度設計にすることが適当という意

見が多かった。 

・ 健康確保との関係では、場所や時間を問わない働き方が可能になり、ワーク

とライフが混在する状況になることや、体調不良であるにもかかわらず無理を

して勤務する「シックネスプレゼンティーズム」の傾向があること、勤務時間

が無制限に長くなることを懸念する意見があった。 

・ 職務専念義務との関係では、自宅においても業務に専念できる環境を確保し

た上でテレワークを実施する必要性の指摘があった。 

・ 中抜け時間の管理の在り方については、勤務時間の行き過ぎた管理（監視）

が、職員のメンタルヘルス、プライバシーとの関係で問題となり得るだけでな

く、管理者にとって過大な負担となる可能性を踏まえた上で、職務専念義務に

関する従来の判例との整合的な理解を検討する必要があるとの意見が複数の

委員からあった。 

・ テレワーク勤務との関係で公平な人事評価について検討する必要性が指摘さ

れた。 

〇 フレックスタイム制関係 

・ 現行制度で長く設定されたコアタイムを短くすることに肯定的な意見が複数

の委員から聞かれた。 

・ チームで業務を遂行する上で、同僚との勤務時間の重なりが少なくなること

は、コミュニケーション阻害要因となり得ること等を懸念する意見もあった。 

・ フレックスタイム制の制度設計については、一律の規制によるのではなく、

各府省が業務の内容や実態に合わせて設定できることが必要という点につい

て共通認識が得られた。 

〇 勤務間インターバル関係 

・ 長時間労働是正や健康確保の観点から重要な制度であり、制度導入が必要と

いう意見が多かった。 

・ 現状では民間企業における制度導入が進んでいないことから、導入の要否か

ら検討することになるとの意見もあった。 

・ 勤務間インターバル制度の制度設計については、最低限11時間以上のインタ
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ーバルが必要という意見や、特定の日に勤務間インターバルの確保が困難な場

合に、一定期間の平均での勤務間インターバルの確保を可能にすることが考え

られるという意見、勤務間インターバルの例外を認める場合であっても代わり

の休息を確保することを検討する必要があるという意見があった。 

・ 実効性のある制度設計について丁寧に検討する必要があるとの認識が示され

た。 

上記を踏まえて、第４回以降の研究会の議論の進め方について次のとおり決定さ

れた。 

・ 国家公務員のテレワーク及び勤務間インターバルについては、現在、制度的

な枠組みが存在せず、制度導入の目的や理念をどのように考えるかという点を

含む根本的な論点から時間をかけて議論する必要がある。特に、勤務間インタ

ーバルの確保については、民間企業において導入に向けた取組が進められてい

るところであり、公務において導入を進めるとしても、実効性のある制度設計

の在り方について丁寧に議論する必要がある。 

・ これに対して、フレックスタイム制は既存の制度であり、コアタイムの設定

や最短勤務時間数、フレキシブルタイムの範囲など、今後の制度の在り方を検

討する上での論点がより明確であることから、早期に実施すべき事項の中間報

告に向けて議論を深めていくこととする。 

 

（第４回：令和４年５月 30日開催） 

第４回研究会においては、フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化をテー

マに検討を進めることとし、その前提として制度の運用実態を把握するため、フレ

ックスタイム制の利用率が高い金融庁からヒアリングを行った。 

○ 金融庁からは、概要次のような説明があった。 

・ フレックスタイム制の利用が進んだ金融庁特有の要因として、トップダウン

の働き方改革推進やマネジメント層の意識改革に加えて、任期付職員を始め職

員全体に占める民間出身者の割合が高く、フレックスタイム制の利用は特別な

ことではないという意識が自然と浸透したことが挙げられる。 

・ フレックスタイム利用促進の工夫として、勤務時間が同一でないことが職員

間のコミュニケーションを阻害しないよう、日々の勤務時間をグループ内で共

有する仕組みの整備、会議は極力コアタイム中に設定する意識の醸成、オンラ
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イン会議ツール、テレワーク推進ツールの導入が行われているほか、中途採用

者等が多いことも考慮して定期的な制度周知の取組を行っている。 

・ 今後の課題として、非常勤職員へのフレックスタイム制の適用拡大を期待し

ている。 

○ 金融庁からの説明を受け委員と金融庁とで概要以下のような質疑応答があっ

た。 

・ 上司によってフレックスタイム制の利用状況に違いがあるかという質問に対

しては、上司の違いによる特段の差はないが、差があるとすると、国会対応業

務等のため早い時間から執務態勢を確保する必要がある部署と、何時から業務

を開始しても支障がない部署といったような、業務内容による差であるという

説明があった。 

・ 申告に基づく割振りにおいて、調整等のための管理職の負担はどの程度かと

いう質問に対しては、特定の時間帯に執務態勢を確保する業務上の必要がある

場合などは、チーム内で共有した上で申告されており、申告後に調整の必要が

生じることにはなっていないという説明があった。 

・ コアタイムの廃止については、国家公務員といっても業務や職務環境等は

様々なので、根本の制度を変更する場合は様々な省庁におけるメリット・デメ

リットをよく検討する必要があるという意見が述べられた。 

・ フレックスタイム制の利用促進で職員の勤務時間が多様化することに伴っ

て時間外の対応が増えているかという質問に対しては、職員は退庁後も個人の

携帯電話で職場の電話やメールに対応できるようになっているが、管理職の側

は、翌日確認すれば済む件についての連絡や週末の業務発注連絡などをできる

だけ行わないよう配慮しているという説明があった。 

上記の金融庁からのヒアリング後、フレックスタイム制及び休憩時間の柔軟化に

ついて議論がなされた。この結果、早期に実施すべき事項として、フレックスタイ

ム制及び休憩時間の柔軟化について中間報告を取りまとめることとされた。 

 

（第５回：令和４年６月21日開催） 

第５回研究会においては中間報告の骨子案について議論がなされた。また、当該

議論を踏まえて必要な修正を加えた骨子案のうちフレックスタイム制及び休憩時間

の柔軟化の具体的な措置に係る部分について各府省及び職員団体に対してあらかじ
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め提示し、本研究会が中間報告を取りまとめるに当たって認識すべき点として意見

があれば受け付けることとされた。その上で、第６回研究会において、中間報告書

案について議論することとされた。 

 

（第６回：令和４年７月４日開催） 

第６回研究会においては中間報告案について議論がなされ、・・・。 

 

Ⅱ．早期に実施すべき事項について 

テレワークやフレックスタイム制の活用による柔軟な働き方の推進は、職員一人一

人の能力発揮やワーク・ライフ・バランスの実現、健康確保を目的とするものであり、

ひいては多様な有為の人材確保や公務能率向上にもつながるものである。本研究会に

おいては、このような観点から、第１回研究会において示された論点について検討す

ることとし、このうち早期に実施すべき事項として、以下の１．及び２．のとおり、

現行のフレックスタイム制及び休憩時間制度を柔軟化することで見解の一致を見たこ

とから、３．のとおり提言する。 

 

１．フレックスタイム制の柔軟化について 

（現行のフレックスタイム制） 

一般職国家公務員のフレックスタイム制は、「各省各庁の長は、月曜日から金曜日

までの５日間において、一日につき７時間45分の勤務時間を割り振る」（勤務時間法

第６条第２項）という原則に対する例外として定められている。交替制等勤務職員

及び航空保安大学校等の学生は適用除外とされている。 

民間労働法制におけるフレックスタイム制では、清算期間における総労働時間を

あらかじめ定めておき、労働者がその枠内で日々の出退勤時刻や働く長さを自由に

決定できる（使用者側から変更することはできない）仕組みとなっており、労働者

は、日々の都合に合わせて、生活と業務とのバランスを図りながら効率的に働くこ

とができる。 

一方、一般職国家公務員の勤務時間は、フレックスタイム制を含めて、事前に各

省各庁の長が割り振るものとされている。フレックスタイム制の場合、職員があら

かじめ始業及び終業の時刻を申告し、各省各庁の長は、公務の運営に支障がないと

認める場合には、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を考慮して、事前

に勤務時間を割り振ることが可能である（以下「申告割振制」という。）。民間労働
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者のフレックスタイム制は、出退勤時刻について労働者による事前申告や使用者に

よる事前決定がなく、労働者の決定に委ねられている一方、国家公務員のフレック

スタイム制は、職員による事前申告や各省各庁の長による事前割振りが必要である

点が大きく異なる。 

一般の職員に適用されるフレックスタイム制の申告・割振りの基準は次のとおり

である。 

・ 単位期間：４週間 

・ 当初の割振期限：単位期間の開始以前（できる限り１週間前まで） 

・ 割振り後の変更：当該日の勤務時間開始前まで 

・ コアタイム：毎日 ５時間（９時～16時の間に設定） 

・ フレキシブルタイム：７時～22時 

・ 一日の最短勤務時間数：６時間 

 

（フレックスタイム制をめぐる状況） 

一般職国家公務員のフレックスタイム制は、平成５年４月に初めて研究職職員等

について導入され、平成20年４月には専門スタッフ職職員に、平成27年12月には矯

正医官に対象職員を順次拡大してきた。平成28年４月には、Ⅰ１．で記したとおり、

原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制を拡充するとともに、育児・介

護を行う職員についてはより柔軟な勤務形態となる仕組みを措置した。 

その後、新型コロナウイルス感染症への対応として、交通機関のピーク時間帯を

避けた時差出勤が行われるとともに、その対応を契機として、テレワークによる働

き方が広がってきており、フレックスタイム制を利用する状況が拡大した。 

令和３年10月時点のフレックスタイム制の利用率を各府省別に見ると、高い府省

では７割を超えている一方で、０％である府省も複数あり、全府省平均では7.7％に

とどまっている。このように利用率が低い要因としては、決まった時間に決まった

グループ作業を行う必要があるなどフレックスタイム制になじみにくい業務がある

ことや、フレックスタイム制導入のために必要な業務態勢の確保に課題があること

のほか、勤務時間管理がシステム化されていないことによってフレックスタイム制

の申告・割振り・変更の事務負担が大きいことなどが挙げられている。この点、各

府省においては、現在、勤務時間管理のシステム化が進められているところである
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（注）。また、令和４年３月に人事院職員福祉局長通知が改正され、各府省における

勤務時間の客観的把握を開始している部局では、これに基づき、適正に超過勤務時

間を管理することが求められている。 

（注）「令和４年度における人事管理運営方針」（令和４年３月30日内閣総理大臣決定）において、長

時間労働の是正のためには、まず職員の勤務時間を「見える化」した上で、適正な超過勤務命令

の実施を含む適切な勤務時間管理を行うことが必須であることから、各府省等は、次の①から③

までの機能等を備えた勤務時間管理のシステム化について、導入計画を策定し、着実に実施する

こととされている。また、地方支分部局等についても、業務に応じた勤務形態の多様性に配慮し

つつ、早期に実現を図ることとされている。 

① 出勤簿、休暇簿、フレックスタイム割振簿等の電磁記録化により、定時までに出勤したこと

を記録するとともに、これら相互の整合性の確認を自動化し、申請から承認までの手続をオン

ラインで行う機能 

② 職員の勤務時間を正確に把握することを目的に、客観的な方法により取得したデータを活

用する機能 

③ 管理職が部下の超過勤務の状況及び理由をリアルタイムで把握できる機能 

   デジタル庁と内閣人事局は、人事院と協力し、人事管理分野におけるシステムの導入について

検討を進めることとされており、内閣人事局は、当面、同局で開発した「勤務時間管理システム」

の整備を進めるとともに、各府省等との連絡調整の場を通じ、同システムの導入を希望する府省

等への導入の支援を行うこととされている。 

 

（フレックスタイム制に関する要望） 

このような状況の中、フレックスタイム制の柔軟化を求める声が、各府省や職員

などから寄せられている。 

具体的には、各府省からは、柔軟な働き方の実現のため、申告期限やコアタイム・

最短勤務時間数について、各府省の業務実態に合わせて自律的に設定可能な制度と

するように求める声が多く聞かれた。一方で、コアタイムの短縮について、勤怠管

理者の負担が増えることやグループ会議の設定等に支障が生じるおそれがあること

を理由に慎重な意見もあった。 

職員団体からは、本府省など一般的なデスクワークが多い職場において、フレッ

クスタイム制が一定程度活用されていることに言及があった。また、コアタイムに

ついては、撤廃することでより柔軟な働き方ができる一方で、同一時間帯に在庁し

ている職員が減少することによって、公共サービスの低下や、一部の職員に負担が
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集中することについて懸念が挙げられた。さらに、集団的執務体制により遂行され

る業務においては、フレックスタイム制がなじまず、長時間労働に陥る懸念があり、

仮に柔軟化を図る場合であっても、個別的かつ明示的な職員の同意を得るための措

置を確保するとともに、実効性のある超過勤務規制や客観的勤務時間の把握を始め、

長時間労働を回避するためを講じるべきとの意見があった。 

 

（本研究会の見解①：フレックスタイム制の柔軟化の必要性について） 

職員が意欲を持って職務に従事し、最大限に能力を発揮するためには、個々の職

員の希望や置かれている事情に応じた柔軟な働き方を可能とすることが必要である。

フレックスタイム制の柔軟化は、時間を有効に活用して更に柔軟に働くことができ

るようにするものであって、これにより、長時間労働の是正や仕事と生活の両立が

図られ、職員のワーク・ライフ・バランスを実現できることとなり、さらには、多

様な有為の人材の確保にも資することとなる。 

一方で、次のとおり、フレックスタイム制の柔軟化について検討するに当たって

は、執務態勢の確保、職員の健康確保等について考慮する必要があるが、これらに

ついては必要な対応が進められている。 

〇 執務態勢の確保等 

公務においては、国民に対して行政サービスを提供するための執務態勢を確保

しなければならないという特殊性が存在するとされ、組織体としての執務態勢を

確保すべき時間として官庁執務時間が定められている。また、職員の勤務時間を

柔軟化する場合には、執務態勢を確保するための管理職等によるマネジメントの

負担や、個々の職員によって区々である勤務時間を管理する事務の負担が増大す

るおそれがあることを考慮する必要がある。 

このような観点から、現行の一般の職員のフレックスタイム制は、各省各庁の

長が必要な執務態勢を確保できるようにするなど、適切な公務運営の確保に配慮

したものとなっており、人事院が令和３年度にヒアリングを実施した民間企業に

おけるフレックスタイム制と比べて、コアタイム・最短勤務時間数が長く、職員

による勤務時間の選択の幅が狭くなっている。このため、職員個々のライフスタ

イルや業務の状況などに合わせて勤務時間を設定することに支障が生じる場合

がある。 
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この点について、昨今、テレワークを実施可能な環境が整備されてきたことに

伴い、コミュニケーションツールや勤務時間管理システムが改善されていること

から、フレックスタイム制を柔軟化した場合に執務態勢を確保するためのマネジ

メント等の負担増加も大きくない場合があると見込まれる。さらに、マネジメン

トについては、内閣人事局においても、令和３年度以降、新任管理職員に対する

新たなマネジメント研修を実施するなど、管理職員のマネジメント能力の強化が

図られている。 

〇 職員の健康確保等 

フレックスタイム制の柔軟化によりコアタイムや一日の最短勤務時間数を短

縮する場合には、一日の勤務時間が７時間45分と定められている官執勤務の場合

や現行の一般の職員のフレックスタイム制と比べ、ある勤務日の勤務時間を短く

することができる一方で、その分、勤務時間が長くなる勤務日が生じ得ることを

踏まえ、職員の健康確保等についても配慮する必要がある。 

この点、平成31年４月からは、超過勤務を命ずることができる上限が設定され

るとともに、長時間の超過勤務を行った職員の健康確保措置が強化されている。

令和４年３月には、前述のとおり、人事院職員福祉局長通知が改正され、各府省

における勤務時間の客観的把握を開始している部局においては、これに基づき、

適正に超過勤務時間を管理することが求められている。さらに、同年４月には、

長時間労働の是正に向けた指導を徹底するための勤務時間調査・指導室が人事院

に新たに設置されており、公務における長時間労働の是正に向けた取組が強化・

徹底されつつある。これらの取組により、フレックスタイム制の柔軟化に対応す

る職員の健康確保や長時間労働是正に向けた環境整備が進められていることが

認められる。 

以上のように、フレックスタイム制の柔軟化は、職員の能力発揮やワーク・ライ

フ・バランスの実現などに資するとともに、執務態勢の確保や職員の健康確保等の

観点からも必要な対応が進められていることから、現行のフレックスタイム制を柔

軟化することが適当である。 

 

（本研究会の見解②：申告割振制によらないフレックスタイム制の導入について） 

申告割振制によらないフレックスタイム制は、例えば窓口業務など、特定の時間

帯に一定数の職員が職務に従事する執務態勢を確保する必要がある業務を担当する
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職員について適用する場合、運用上の特段の工夫（例えば、部署において当該業務

に対応する時間帯に切れ間なくコアタイムが設定されるよう、担当職員を複数のグ

ループに分けた上でそれぞれのコアタイムの時間帯をずらして設定するなど）を行

わなければ業務の運営に支障が生じるおそれがあると考えられる。 

他方、フレックスタイム制の割振りは職員の申告どおりに行われるケースが多く、

コアタイムの設定や申告前のグループ内での事前調整により執務態勢の確保が一定

程度可能であり、また、フレックスタイムの予定を共有することで業務の運営に支

障が生じないようなマネジメントが可能な場合もある。このため、申告割振制によ

るフレックスタイム制について、必ずしも全ての公務部門において維持する必要は

なく、申告割振制によらなくても公務の運営に支障がない一部の部署・業務におけ

る申告割振制によらないフレックスタイム制の導入の余地も考えられる。 

この場合には、勤務時間の設定を職員個人に委ねた場合に周囲への遠慮からかえ

って柔軟性を欠く運用となるおそれに留意する必要がある。また、職員間の情報共

有や信頼関係の観点からは、部署・チーム内で情報システムツール等の活用により

業務の見える化（各職員の業務進捗状況）、プレゼンス管理（各職員の始業・終業時

刻の予定、現在の状況（執務中か休憩中かなど））を行うことが重要である。さらに、

マネジメントの負担が増加する管理職等に対するサポートや職員個人が勤務時間を

設定する際に自己の健康確保の観点から必要な配慮ができるよう職員のヘルスリテ

ラシーの向上のための取組が不可欠である。 

上記のように、申告割振制によらないフレックスタイム制については、行政サー

ビスを提供する執務態勢の確保と個人の働き方の柔軟化との調和をとることが必要

であり、そのためにどのようなアプローチが適当か、引き続き検討していくことが

適当である。 

他方、既にテレワークによる働き方が広がってきている中で、テレワーク等の柔

軟な働き方に対応した勤務時間制度の柔軟化については、可能なものから速やかに

措置することが、職員の能力発揮やワーク・ライフ・バランスの実現、健康確保、

多様な有為の人材の確保に資するものであり、公務能率の向上により国民に対して

質の高いサービスを提供することにつながるものである。特に、近年、国家公務員

採用試験の申込者数が減少傾向にあるとともに、若年層職員の退職率が増加傾向に

あり、公務職場の魅力を高め、働きやすい職場環境を整備することが喫緊の課題と

なっていることから、申告割振制によるフレックスタイム制を基本としつつ、現行
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制度の柔軟化を早期に実施することが適当である。 

 

（本研究会の見解③：申告割振制によるフレックスタイム制の柔軟化について） 

各府省・部署の業務によって、特定の時間帯に執務態勢を確保すべきか否か、確

保すべき時間数・時間帯が異なる。また、執務態勢を確保するための管理職等のマ

ネジメントや、フレックスタイム制の割振り・変更の事務の負担の度合いは、勤務

時間管理のシステム化の状況やシステム化の内容によって異なる。これらにより最

適な柔軟化の程度が異なることから、フレックスタイム制の割振基準を一律に定め

ることは適当でない。 

他方で、民間労働法制においてはフレックスタイム制を事業場に導入する際にそ

の対象となる労働者の範囲や清算期間、清算期間における総労働時間、コアタイム

やフレキシブルタイムを設定する場合の開始・終了時刻等の基本的な事項について

労使協定で定めることとされているところ、国家公務員は協約締結権等の労働基本

権が制約されており、その代償措置である勤務条件法定主義及び人事院制度の観点

や、各府省における安定的な運用を確保する必要性などを踏まえると、制度の基本

的な骨格は人事院が定める必要がある。 

このため、基本的枠組みを人事院規則で定めた上で、各府省が基本的枠組みの範

囲内で業務の実情等に応じて府省・部署ごとに最適なパターン（コアタイムやフレ

キシブルタイムの時間数、一日の最短勤務時間数などの組み合わせ）を内規で設定

できるようにすることが適当である。 

人事院規則で定める一般の職員についての基本的枠組みは、現行の育児・介護を

行う職員等のフレックスタイム制等を参考にして、以下の内容とすることが適当で

ある。 

【基本的枠組み】 

（下線は現行の一般の職員のフレックスタイム制から柔軟化している部分） 

・ 単位期間：４週間 

・ 当初の割振期限：単位期間の開始以前 

・ 割振り後の変更：当該日の勤務時間開始前まで 

・ コアタイム：毎日（各省各庁の長が定める週１日は免除可）【Ｐ】 ２時

間～４時間【Ｐ】（９時～16時の間に設定）【Ｐ】 
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・ フレキシブルタイム：５時～22時 

・ 一日の最短勤務時間数：２～４時間（コアタイムが免除される日は２～４

時間未満）【Ｐ】 

上記のとおり基本的枠組みを定めることによって、各府省の内規において相当に

柔軟なパターンを設定することが可能となり、職員の様々なニーズにも応じること

ができると考えられる。具体的には、年次休暇を使用しなくても午前のみ又は午後

のみの勤務といったことも可能となり、育児・介護を行う職員に限らず、病院への

通院や大学院への通学などにも活用できることとなる。 

ただし、オンラインでの国際会議への対応などのためフレキシブルタイムを深夜

の時間帯（22時～翌日５時）まで拡大するなど、各府省においてコアタイム、フレ

キシブルタイム及び一日の最短勤務時間数について上記の基本的枠組みよりも更に

柔軟なパターンを府省・部署ごとに内規で設定しようとする場合には、人事院との

協議を通じて、職員の健康及び福祉が確保されることを確認することが適当である。

【Ｐ】 

なお、人事院との協議については、今後、事例を積み重ねていくことによって、

各府省限りで運用できる範囲について一定の基準を定めることが可能となれば、不

要とすることが適当である。【Ｐ】 

さらに、柔軟化したフレックスタイム制を適切に運用する上では、業務態勢の確

保が必要となるとともに、勤務時間管理のシステム化が有効である。この観点から

は、フレックスタイム制の利用・活用が進んでいる府省における取組を参考に対応

することが重要である。これらの対応を行っている期間において、各府省は、人事

院と協議の上、現行の一般の職員のフレックスタイム制を府省・部署ごとに適用で

きることとし、段階的かつ計画的な柔軟化を許容することが相当である。【Ｐ】 

 

（今後の検討事項） 

〇 一日の最短勤務時間数を短縮すると、単位期間の長さにもよるが、ある勤務日

の勤務時間を現行よりも短くすることができる一方で、その分、勤務時間が長く

なる勤務日が生じ得ることとなる。職員の健康確保のため、一日の勤務時間が長

くなることについて一定の制限を設ける観点や、勤務間インターバルを確保する

等の観点から、一日の最長勤務時間数を設定することや単位期間の在り方につい
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て今後検討することとする。【Ｐ】 

〇 一日の最短勤務時間数を基本的枠組みよりも更に短縮し、例えば０時間とする

場合には、週休日（勤務時間を割り振らない日）が追加されることとなることか

ら、週休日の制度との整合性を図る必要があり、引き続き検討を行うこととする。 

〇 非常勤職員のフレックスタイム制の導入についても、今後検討を行うこととす

る。 

 

２．休憩時間制度の柔軟化について 

（現行の休憩時間制度） 

休憩時間に関する規制について、公務においては連続勤務時間による方式（何時

間の連続勤務の後に何分の休憩を置くべきかを定める。）を採用し、原則としておお

むね毎４時間（最大限４時間30分）の連続する正規の勤務時間の後に休憩時間を置

かなければならないと規定している。民間労働法制において採用する労働時間の総

計による方式（一勤務の労働時間の総計により何分の休憩を置くべきかを定める。）

より強い規制となっている。 

例えば官執勤務職員について、時差通勤や早出遅出勤務などにより昼休み後の連

続勤務時間が４時間30分を超える場合、上記の原則によると、終業時刻前に再度の

休憩時間を置かなければならない。このような場合、勤務能率の低下や、拘束時間

が長くなることによる疲労蓄積のおそれがある。これらを防止する観点から、現在、

官執勤務及びフレックスタイム制の場合には、連続勤務時間の規制について特例が

措置されている。具体的には、昼食時や夕食時に職員に一斉に休憩を与えることを

念頭に、これらの時間帯に休憩時間を置くことを要件として、昼食時間帯から夕食

時間帯まで連続して勤務することができるよう、最長で６時間30分までの連続勤務

時間が認められている。 

なお、労働基準法（昭和22年法律第49号。国家公務員は適用除外）においては、

労働者が共に食事をするなど実のある休憩を取ることができるようにするため、一

斉付与の原則が定められているが、運輸交通業、商業、金融・広告業、接客娯楽業

等や官公署の事業といった公衆を直接相手とする業態については、一斉付与の原則

が適用除外とされている。また、労務管理の個別化が進展し、自律的に働くことを

希望する労働者がいることなどに鑑み、平成10年から、労使協定を締結することに

より一斉付与の原則を適用除外とすることができることとなった。公務においては、
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勤務時間法等に一斉付与の原則を定める規定はなく、運用上、できるだけ一斉に休

暇を与えるよう配慮すべきものと考えられているが、窓口業務等や交替制勤務にお

いて交代で休憩時間を置くことは行われている。 

 

（休憩時間制度をめぐる状況） 

昨今、テレワーク等による柔軟な働き方が広がる中、同一の機関や部局に所属す

る職員が官署で共に勤務する機会がこれまでよりも少なくなり、これらの職員に対

して休憩時間を一斉に付与する必要性が低下している場合があると考えられる。ま

た、特に在宅勤務の場合、職員が休憩時間に家事や育児・介護に従事することがあ

り、職員のライフスタイルによって休憩時間を置くことを希望する時間帯が区々で

あると考えられる。しかしながら、職員が個々のライフスタイルや業務の状況など

に合わせて昼食・夕食時間帯以外に休憩時間を置く場合、上記の特例が適用されな

いため、原則どおり当該休憩時間のおおむね４時間前又は後に休憩時間を置かなけ

ればならず、職員の始業から終業までの拘束時間が長くなる。 

 

（休憩時間制度に関する意見） 

このような状況の中、職員からは、フレックスタイム制の改善点として、休憩時

間の置き方の柔軟化が一定程度挙げられている。 

また、職員団体からは、テレワークが一斉休憩を原則とする在庁勤務のような執

務環境にないこととも相まって、所定の休憩時間を自律的に確保する意識が希薄と

なる傾向にあるため、その柔軟化に伴い、テレワークを行う職員の健康被害を誘発

するおそれがあるとの懸念が示された。 

 

（本研究会の見解①：連続勤務時間の規制の柔軟化について） 

連続勤務時間の規制は、職員の健康及び勤務能率を維持するために有効であり、

今後も連続勤務時間の規制を維持することが適当である。一方、テレワーク等の柔

軟な働き方が広がってきており、休憩時間の一斉付与の必要性が低下するとともに、

職員が休憩時間を置くことを希望する時間帯が区々となっている中で、昼食・夕食

時間帯に休憩時間を置くことを要件としている現行の特例措置は、弾力性に欠ける

面もある。この特例措置は、原則によった場合には終業時刻前に再度の休憩時間を

置かなければならないことによる勤務能率の低下や、拘束時間が長くなることによ

る疲労蓄積を防止するためのものであることを踏まえた上で、連続勤務時間の規制
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を柔軟化すべきである。 

具体的には、官執勤務、フレックスタイム制及び交替制等勤務のいずれの場合に

おいても、おおむね毎４時間の連続する正規の勤務時間の後に休憩時間を置かなけ

ればならないとの原則は存置することが適当である。その上で、官執勤務及びフレ

ックスタイム制の場合、各省各庁の長が公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考

慮して支障がないと認めるときには、休憩時間を置く時間帯にかかわらず、最長で

６時間30分の連続勤務時間を設定できることとすることが適当である。 

 

（本研究会の見解②：フレックスタイム制の場合における職員の申告を考慮した休憩

時間の設定の導入について） 

Ⅱ１．のとおりフレックスタイム制を柔軟化する趣旨を踏まえれば、休憩時間の

一斉付与の必要性が低下するとともに、職員が休憩時間を置くことを希望する時間

帯が区々となっている中で、フレックスタイム制の場合の休憩時間についても、職

員が個々のライフスタイルや業務の状況などに合わせて希望する時間帯に置くこと

ができるように柔軟化することが適当である。 

具体的には、フレックスタイム制が適用される職員について、職員の申告した休

憩時間が連続勤務時間の規制を満たし、かつ、コアタイム（休憩時間を設定できる

ように分割可）に重ならない場合において、各省各庁の長が、公務の運営に支障が

ないと認めるときは、職員の申告を考慮して休憩時間を設定することができること

とすることが適当である。これにより、例えば、夕方から休憩時間を開始して子を

保育園に迎えに行き、食事、入浴、寝かし付け等を行った後、勤務を再開するなど、

職員個人が自身にとって最大限能率的に働くことができる休憩時間を選択できるよ

うになる。 

 

（今後の検討事項） 

職員団体から、テレワークの場合には所定の休憩時間を自律的に確保する意識が

希薄となる傾向にあるため、休憩時間の設定の柔軟化に伴い、職員の健康被害を誘

発するおそれがあるとの懸念が示されたことを踏まえ、Ⅲ．のとおりテレワークに

ついて今後検討を行う際に、このような懸念に関する措置の在り方についても検討

することとする。 

 

３．提言 
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人事院は、本報告を踏まえ、Ⅱ１．及び２．のとおりフレックスタイム制及び休憩

時間制度を柔軟化することを基本として、関係各方面と調整の上、必要な措置を早期

に実施すべきである。 

柔軟化されたフレックスタイム制及び休憩時間制度が十分活用されるためには、申

告・割振りの手続を効率化することが望ましいことから、フレックスタイム制等の手

続をオンラインで行う機能や職員の勤務時間の正確な把握のための機能などを備えた

勤務時間管理のシステム化を、内閣人事局の主導の下、デジタル庁等の協力を得て、

各府省において速やかに進める必要がある。 

また、職員の勤務時間を柔軟化した場合であっても行政サービスを提供する執務態

勢を確保するため、管理職等によるマネジメントが適切に行われるよう、研修等を通

じて管理職員のマネジメント能力の強化が図られる必要がある。 

さらに、フレックスタイム制及び休憩時間制度の運用が職員の柔軟な働き方に対応

したものとなるよう、業務量に応じた要員が十分に確保される必要がある。 

 

Ⅲ．今後の進め方について 

第３回研究会において時間をかけて丁寧に議論することとされたテレワークや勤務

間インターバル確保の方策のほか、本報告で言及したフレックスタイム制等の柔軟化

以外の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度の在り方等について引き続き検討を行う。 

 

以   上    
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開 催 経 過 

 

第１回（令和４年１月31日（月）） 

・ 研究会の運営等について 

・ 意見交換 

 

第２回（令和４年２月28日（月）） 

・ 内閣人事局からのヒアリング 

・ 公務員労働組合連絡会からのヒアリング 

・ 日本国家公務員労働組合連合会からのヒアリング 

・ 意見交換 

 

第３回（令和４年４月18日（月）） 

・ 第２回研究会のヒアリングを踏まえた意見交換 

 

第４回（令和４年５月30日（月）） 

・ 金融庁からのヒアリング 

・ フレックスタイム制の柔軟化等に関する意見交換 

 

第５回（令和４年６月21日（火）） 

・ 中間報告骨子（案）について 

 

第６回（令和４年７月４日（月）） 

・ 中間報告（案）について 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

テレワーク等の柔軟な働き方に対応した 

勤務時間制度等の在り方に関する研究会 

～中間報告（案）～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年○月 
  

資料３



  

 

 

 

 

 

 

 

本研究会は、令和４年１月31日以降、同年７月○日までの間に○回にわたり、テレ

ワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方について検討を重ねてき

たところであり、この度、早期に実施すべき事項として、フレックスタイム制及び休

憩時間制度の柔軟化について以下のとおり中間報告を取りまとめたので報告する。 
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Ⅰ．研究会開催から中間報告までの経緯 

１．研究会開催の課題認識 

新型コロナウイルス感染症への対応を契機として、官民を問わずテレワーク（注）

による働き方が広がってきていることを踏まえ、テレワーク等の柔軟な働き方に対

応した一般職国家公務員の勤務時間制度等の在り方を検討するため、学識経験者に

よって構成する本研究会を開催することとされた。 

（注）本報告書において、テレワークとは、ICT（情報通信技術）の活用の有無を問わず、自宅、各府

省等が設置するサテライト・オフィス等の通常の職場と異なる場所において、同等の職務を遂行

する勤務形態のことをいう。（「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

（令和３年３月厚生労働省）においては、「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」

とされ、ICTを利用する場合に限られている点が異なる。） 

 

（一般職国家公務員の勤務時間制度） 

一般職国家公務員の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間当たり38時間45分とさ

れており、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」（平成６年法律第33号。

以下「勤務時間法」という。）に基づき、各省各庁の長において、職員が具体的に勤

務日のどの時間帯に勤務すべきかを事前に勤務時間の割振りにより定めることにな

っている。この枠組みの下で、いわゆる官執勤務（注）やフレックスタイム制、交替

制等勤務といった勤務の形態が措置されている。職員は、勤務時間において職務専

念義務を負う。 

（注）官執勤務は、「官庁執務時間並休暇ニ関スル件」（大正11年閣令第６号）に定められている官庁

執務時間（原則８時30分～17時）を念頭に置いて、月曜日から金曜日までに一１日７時間45分の

勤務時間が割り振られる勤務形態である。 

勤務時間の割振りについて近年の主な改正内容としては、ワーク・ライフ・バラ

ンスに対する意識の高まりや働き方に対するニーズの多様化の状況等を踏まえ、平

成28年４月から、原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制を拡充すると

ともにし、あわせて、育児・介護を行う職員についてはコアタイム及び一日の最短

勤務時間数を短縮するとともに週休日を土日のほか週１日まで追加すること（週休

日を追加しない週については職員が選択する日のコアタイム及び一日の最短勤務時

間数の制限を免除すること）を認めるなど一般の職員の場合よりもより柔軟な勤務

形態となる仕組みを措置した。 
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（勤務時間制度をめぐる情勢の変化） 

当初、令和２年に開催が予定されていたオリンピック・パラリンピック東京大会

については、その開催期間中に交通混雑が深刻化することが見込まれていたことか

ら、国家公務員が休暇取得、テレワーク、時差出勤等によりピーク時間帯の出勤を

回避する取組の検討や試行が進められていた。 

そのような中、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことから、職場等に

おける感染拡大防止のため、テレワーク、ローテーション勤務、時差出勤等の取組

が実施されてきた。このような対応を契機として、官民を問わずテレワークによる

働き方が広がってきている。国家公務員については、「国家公務員テレワーク・ロー

ドマップ」（平成27年１月21日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定。令和

３年３月30日改定）において、令和７年度までに、テレワークを活用することで、

「新しい日常」に対応し、如何なる環境下においても必要な公務サービスを提供で

きる体制を整備することを目指すとされている。 

新型コロナウイルス感染症への対応として、これまでも、人事院では、交通機関

のピーク時間帯を避けた時差出勤が可能となるよう連続勤務時間を通常より長く認

める、勤務時間の割振りの特例などを措置してきている。 

他方、現行の勤務時間制度は、職員が官署で共に勤務することを前提としたもの

になっており、テレワークを念頭に置いた制度としては、一日の一部で在宅勤務を

行う場合における官署と住居の間の移動又は在宅勤務時の育児・介護に係る時間を

確保するための休憩時間の延長という仕組みのみとなっている。前述の平成28年４

月のフレックスタイム制の拡充においても、組織的な対応を行う観点から原則とし

て全員が勤務しなければならないコアタイム等を設定している。 

テレワークの推進は、業務プロセスの変革やデジタルトランスフォーメーション

の推進を通じた行動変容、非常時における業務継続の観点からも重要である。テレ

ワークを実施可能な環境が整備されていくことに伴い、場所や時間を有効に活用で

きるにとらわれない働き方が可能となってきている中、そのような柔軟な働き方に

対応した勤務時間制度の在り方が検討課題となっている。 

勤務時間制度については、柔軟な働き方に対応する観点からどのように見直して

いくべきか検討する必要がある。また、テレワーク時の安全衛生やメンタルヘルス

の確保など、テレワークに関する諸課題に対応するため、関連する制度全般につい
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ての検討も必要である。 

さらに、特に健康確保との関係では、公務において長時間労働の問題がある中、

柔軟な働き方を進めていく上で、勤務間インターバル確保の方策について議論して

いく必要性が高まっている。昨年７月に変更が閣議決定された「過労死等の防止の

ための対策に関する大綱」において、勤務間インターバル制度は、働く者が生活時

間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であるとされ、過労死をゼロ

とすることを目指して、民間における勤務間インターバル制度の導入企業割合等に

ついて数値目標が設けられているなどの動向にも留意する必要があることも踏まえ、

公務における勤務間インターバルの確保も課題となっている。 

 

（本研究会の開催） 

このような状況を踏まえ、人事院は、昨年８月の人事院勧告時の報告において、

「各府省の取組状況や民間の動向等を踏まえつつ、現行のフレックスタイム制の柔

軟化など、テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方につい

て検討を行うため、有識者による研究会を設ける」旨を表明した。 

上記の勤務時間制度をめぐる情勢の変化に応じた専門的な見識を基に検討を行う

ため、人事院事務総局職員福祉局長が、労働法、行政学、行政法、労働経済学、安

全衛生及び経営学の各分野の学識経験者の参集を求めて本研究会を開催し、今後の

勤務時間制度等の在り方について、幅広い見地から議論することとされた。 

 

２．これまでの検討の経緯 

（第１回：令和４年１月31日開催） 

第１回研究会においては、事務局から、現行の勤務時間制度の概要やテレワーク

の位置付けなどについて説明がなされた上で、下記①～③について考えられる論点

として、それぞれ次に掲げる点が示された。 

① テレワークという働き方 

・ 働く場所の決定方法の在り方 

・ テレワーク勤務中の職務専念義務の在り方 

・ テレワークを行う職員の作業環境の整備、健康状態の把握の在り方 等 

② 柔軟な働き方に対応した勤務時間制度 

・ フレックスタイム制の柔軟化 
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・ 休憩時間制度の柔軟化 

・ テレワーク中のみなし勤務や裁量労働制の適用 等 

③ 勤務間インターバル確保の方策 

・ 勤務間インターバル制度を導入する場合の具体的制度設計 

・ 緊急業務等の例外的な取扱い 等 

その後、本研究会参加に当たっての問題意識や関心事項について、委員間で意見

交換が行われた。委員からは、主に次のような意見が述べられた。 

・ 現在、国家公務員は、複雑かつ多くの政策課題への対応が求められている。

現職の職員が意欲高く職務に取り組み、研さんを重ね、政策立案から関係各所

との調整、業務執行など各人の能力を最大限に発揮するためには、フレキシブ

ルな勤務環境や制度を整備していくことが重要である。フレックスタイム制や

テレワークは、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、これらの

環境整備によって、公務職場の魅力が高まるとともに、職員の公務へのエンゲ

ージメントが高まり、離職防止や多様な有為な人材の確保の手段として有効に

機能していくものと考えられる。テレワーク等の柔軟な働き方を職員の選択肢

として用意することは、公務志望者が減少する中で公務の魅力を高め、人材確

保や離職を防止する観点から重要である。 

・ 各制度の導入・見直しについて検討する際は、各府省一律に進めるのではな

く、職種や業務内容ごとにメリット・デメリットを勘案して、導入・見直しが

可能な職種・業務から進めていくことを考える必要がある。 

 

（第２回：令和４年２月28日開催） 

第２回研究会においては、国家公務員のテレワークの現状、柔軟な働き方の推進、

健康確保の在り方等について、内閣人事局及び職員団体（公務員労働組合連絡会、

日本国家公務員労働組合連合会）からヒアリングを行った。 

〇 内閣人事局からは、主に次のような言及があった。 

・ 働き方改革の観点からも柔軟な働き方の実現は重要な課題であり、各府省が

業務実態に合わせ、フレックスタイム制の内容を自律的に設定可能にすること

が必要である。 

・ 勤務間インターバルについて制度化を検討するとともに、突発的な業務への

対応に支障がないような柔軟な制度設計とすることが必要である。 
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・ テレワーク推進に向けて、職務専念義務の解釈を明確化することが必要であ

る。 

〇 公務員労働組合連絡会からは、主に次のような言及があった。 

・ 国家公務員の職場環境や職務内容は極めて多岐に亘っていることから、新た

な制度を導入する場合労働のフレキシブル化をめざす諸制度そのものが、現場

の実態を十分に踏まえたフレキシブルな制度である柔軟なものにする必要が

ある。 

・ フレックスタイム制やテレワークの拡充、勤務間インターバルの導入等を図

る際には、その前提として、余力のある職場、要員の確保が必要である。勤務

間インターバルについて、真に実効性ある制度とするためには、法的な位置付

けを明確にする必要がある。 

・ テレワークを始め、働く時間や場所の柔軟化の推進に当たっては、上司の命

令に忠実に従う義務、守秘義務、職務専念義務を始めとする各種服務、各種手

当、庁舎や宿舎など、公務員に関する法制度や施策などとの整合性を図ること

が必要でがある。 

〇 日本国家公務員労働組合連合会からは、主に次のような言及があった。 

・ テレワークの実施の適否等を始め、国家公務員の柔軟な働き方を実現するた

めの諸制度の在り方の検討に当たっては、職場の人的体制が脆弱化しているこ

とを踏まえ、極めて慎重に議論する必要がある。 

・ このことを前提としつつ、職員の勤務条件を維持・改善するとともに、勤務

間インターバル制度等をはじめとする諸制度の実効性を確保することを重視

すべきである。 

その後、ヒアリングを踏まえた委員間の意見交換を行った（詳細は、第３回研究

会の記載参照）。 

 

（第３回：令和４年４月18日開催） 

第３回研究会においては、第２回研究会から引き続き、ヒアリングを踏まえた全

体的な意見交換を行った。 

〇 テレワーク関係 
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・ テレワーク導入の目的や理念を明らかにすることの重要性が複数の委員から

言及された。 

・ 個人の希望するライフスタイルに合わせた働き方を可能にすることで、生産

性向上とともに公務員の魅力向上に資するという意見があった。 

・ テレワークを、本人が希望した場合に認める制度とするか、管理者が命ずる

制度として設計するかは重要な論点であるとの指摘があった。 

・ テレワーク導入の前提として、適切な人員体制や業務態勢体制の確保ができ

ているかを踏まえる必要があるとの指摘がなされた。 

・ テレワークや柔軟な働き方の導入に当たっては、一律の数値目標を設けるの

ではなく、府省又は業務単位で判断可能な制度設計にすることが適当という意

見が多かった。 

・ 健康確保との関係では、場所や時間を問わない働き方が可能になり、ワーク

とライフが混在する状況になることやから、体調不良であるにもかかわらず無

理をして勤務する「シックネスプレゼンティーズム」の傾向があること、勤務

時間が無制限に長くなることを懸念する意見があった。 

・ 職務専念義務との関係では、自宅においても業務に専念できる環境を確保し

た上でテレワークを実施する必要性の指摘があった。 

・ 中抜け時間の管理の在り方については、勤務時間の行き過ぎた管理（監視）

が、職員のメンタルヘルス、プライバシーとの関係で問題となり得るだけでな

く、管理者にとって過大な負担となる可能性を踏まえた上で、職務専念義務に

関する従来の判例との整合的な理解を検討する必要があるとの意見が複数の

委員からあった。 

・ テレワーク勤務との関係で公平な人事評価について検討する必要性が指摘さ

れた。 

〇 フレックスタイム制関係 

・ 現行制度で長く設定されたコアタイムを短くすることに肯定的な意見が複数

の委員から聞かれた。 

・ チームで業務を遂行する上で、同僚との勤務時間の重なりが少なくなること

は、コミュニケーション阻害要因となり得ること等を懸念する意見もあった。 

・ フレックスタイム制の制度設計については、一律の規制によるのではなく、

各府省が業務の内容や実態に合わせて設定できることが必要という点につい

て共通認識が得られた。 
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〇 勤務間インターバル関係 

・ 長時間労働是正や健康確保の観点から重要な制度であり、制度導入が必要と

いう意見が多かった。 

・ 現状では民間企業における制度導入が進んでいないことから、導入の要否か

ら検討することになるとの意見もあった。 

・ 勤務間インターバル制度の制度設計については、最低限11時間以上のインタ

ーバルが必要という意見や、特定の日に勤務間インターバルの確保が困難な場

合に、一定期間の平均での勤務間インターバルの確保を可能にすることが考え

られるという意見、勤務間インターバルの例外を認める場合であっても代わり

の休息を確保することを検討する必要があるという意見があった。 

・ 実効性のある制度設計について丁寧に検討する必要があるとの認識が示され

た。 

上記を踏まえて、第４回以降の研究会の議論の進め方について次のとおり決定さ

れた。 

・ 国家公務員のテレワーク及び勤務間インターバルについては、現在、制度的

な枠組みが存在せず、制度導入の目的や理念をどのように考えるかという点を

含む根本的な論点から時間をかけて議論する必要がある。特に、勤務間インタ

ーバルの確保については、民間企業において導入に向けた取組が進められてい

るところであり、公務において導入を進めるとしても、実効性のある制度設計

の在り方について丁寧に議論する必要がある。 

・ これに対して、フレックスタイム制は既存の制度であり、コアタイムの設定

や最短勤務時間数、フレキシブルタイムの範囲など、今後の制度の在り方を検

討する上での論点がより明確であることから、早期に実施すべき事項の中間報

告に向けて議論を深めていくこととする。 

 

（第４回：令和４年５月30日開催） 

第４回研究会（令和４年５月30日）においては、フレックスタイム制及び休憩時

間制度の柔軟化をテーマに検討を進めることとし、その前提として制度の運用実態

を把握するため、フレックスタイム制の利用率が高い金融庁からヒアリングを行っ

た。 

○ 金融庁からは、概要次のような説明があった。 



 

8 

・ フレックスタイム制の利用が進んだ金融同庁特有の要因として、トップダウ

ンの働き方改革推進やマネジメント層の意識改革に加えて、任期付職員を始め

職員全体に占める民間出身者の割合が高く、フレックスタイム制の利用は特別

なことではないという意識が自然と浸透したことが挙げられる。 

・ フレックスタイム利用促進の工夫として、勤務時間が同一でないことが職員

間のコミュニケーションを阻害しないよう、日々の勤務時間をグループ内で共

有する仕組みの整備、会議は極力コアタイム中に設定する意識の醸成、オンラ

イン会議ツール、テレワーク推進ツールの導入が行われているほか、中途採用

者等が多いことも考慮にも対応して定期的な制度周知の取組をが行っている

われている。 

・ 今後の課題として、非常勤職員へのフレックスタイム制の適用拡大を期待し

ている。 

○ 金融庁からの説明を受け委員と金融庁とで概要以下のような質疑応答があっ

た。 

・ 上司によってフレックスタイム制の利用状況に違いがあるかという質問に対

しては、上司の違いによる特段の差はないが、差があるとすると、国会対応業

務等のため早い時間から執務態勢体制を確保する必要がある部署と比べて、何

時から業務を開始しても支障がない部署といったような、業務内容による差で

あるなどでは利用率が高い可能性があるという説明があった。 

・ 申告に基づく割振りにおいて、調整等のための管理職の負担はどの程度かと

いう質問に対しては、特定の時間帯に執務態勢体制を確保する業務上の必要が

ある場合などは、チーム内で共有した上で申告されており、申告後に調整の必

要が生じることにはなっていないという説明があった。 

・ コアタイムの廃止については、国家公務員といっても業務や職務環境等は

様々なので、根本の制度を変更する場合は様々な省庁におけるメリット・デメ

リットをよく検討する必要があるという意見が述べられた。 

・ フレックスタイム制の利用促進で職員の勤務時間が多様化することに伴っ

て時間外の対応が増えているかという質問に対しては、職員は退庁後も個人の

携帯電話でから職場の電話やメールに対応を確認できるようになっているが、

管理職の側は、翌日確認すれば済む件についての連絡や週末の業務発注連絡な

どをできるだけ行わないよう配慮しているという説明があった。 
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上記の金融庁からのヒアリング後、フレックスタイム制及び休憩時間の柔軟化に

ついて議論がなされた。この結果、早期に実施すべき事項として、フレックスタイ

ム制及び休憩時間の柔軟化について中間報告を取とりまとめることとされた。 

 

（第５回：令和４年６月21日開催） 

第５回研究会（令和４年６月21日）においては中間報告の骨子案について議論が

なされた。また、当該議論を踏まえて必要な修正を加えた骨子案のうちフレックス

タイム制及び休憩時間の柔軟化の具体的な措置に係る部分について各府省及び職員

団体に対してあらかじめ提示し、本研究会が中間報告を取りまとめるに当たって認

識すべき点として意見があれば受け付けることとされた。その上で、第６回研究会

において、中間報告書案について議論することとされた・・・。 

 

（第６回：令和４年７月４日開催） 

第６回研究会においては中間報告案について議論がなされ、・・・。 

 

Ⅱ．早期に実施すべき事項フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化について 

テレワークやフレックスタイム制の活用による柔軟な働き方の推進は、職員一人一

人の能力発揮やワーク・ライフ・バランスの実現、健康確保を目的とするものであり、

ひいては多様な有為の人材確保や公務能率向上にもつながるものである。本研究会に

おいては、このような観点から、第１回研究会において示された論点について検討す

ることとし、このうち早期に実施すべき事項として、以下の１．及び２．のとおり、

現行のフレックスタイム制及び休憩時間制度を柔軟化することで見解の一致を見たこ

とから、３．のとおり提言する。 

 

１．フレックスタイム制の柔軟化について 

（現行のフレックスタイム制） 

一般職国家公務員のフレックスタイム制は、「各省各庁の長は、月曜日から金曜日

までの５日間において、一１日につき７時間45分の勤務時間を割り振る」（勤務時間

法第６条第２項）という原則（官執勤務）に対する例外として定められている。交

替制等勤務職員及び航空保安大学校等の学生は適用除外とされている。 

民間労働法制におけるフレックスタイム制では、清算期間における総労働時間を

あらかじめ定めておき、労働者がその枠内で日々の出退勤時刻や働く長さを自由に



 

10 

決定できる（使用者側から変更することはできない）仕組みとなっており、労働者

は、日々の都合に合わせて、生活と業務とのバランスを図りながら効率的に働くこ

とができる。 

一方、一般職国家公務員の勤務時間は、フレックスタイム制を含めて、事前に各

省各庁の長が割り振るものとされているおり、民間労働法制におけるフレックスタ

イム制のように始業及び終業の時刻を職員の決定に委ねる仕組みとはなっていない。

フレックスタイム制の場合、職員があらかじめ始業及び終業の時刻を申告し、各省

各庁の長は、公務の運営に支障がないと認める場合には、人事院規則の定めるとこ

ろにより、職員の申告を考慮して、事前に勤務時間を割り振ることが可能である（以

下「申告割振制」という。）。民間労働者のフレックスタイム制は、出退勤時刻につ

いて労働者による事前申告や使用者による事前決定がなく、労働者の決定に委ねら

れている一方、国家公務員のフレックスタイム制は、職員による事前申告や各省各

庁の長による事前割振りが必要である点が大きく異なる。 

一般の職員に適用されるフレックスタイム制の申告・割振りの基準は次のとおり

である。 

・ 単位期間：４週間 

・ 当初の割振期限：単位期間の開始以前（できる限り１週間前まで） 

・ 割振り後の変更：当該日の勤務時間開始前まで 

・ コアタイム：毎日 ５時間（９時～16時の間に設定） 

・ フレキシブルタイム：７時～22時 

・ 一日の最短勤務時間数：６時間 

 

（フレックスタイム制をめぐる状況） 

一般職国家公務員のフレックスタイム制は、平成５年４月に初めて研究職職員等

について導入され、平成20年４月には専門スタッフ職職員に、平成27年12月には矯

正医官に対象職員を順次拡大してきた。平成28年４月には、Ⅰ１．で記したとおり、

原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制を拡充するとともに、育児・介

護を行う職員についてはより柔軟な勤務形態となる仕組みを措置した。 

その後、新型コロナウイルス感染症への対応として、交通機関のピーク時間帯を

避けた時差出勤が行われるとともに、その対応を契機として、テレワークによる働
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き方が広がってきており、フレックスタイム制を利用する状況が拡大した。 

令和３年10月時点のフレックスタイム制の利用率を各府省別に見ると、高い府省

では７割を超えている一方で、０％である府省も複数あり、全府省平均では7.7％に

とどまっている。このように利用率が低い要因としては、決まった時間に決まった

グループ作業を行う必要があるなどフレックスタイム制になじみにくい業務がある

ことや、フレックスタイム制導入のために必要な業務態勢の確保に課題があること

のほか、勤務時間管理がシステム化が整備されていないことによってるフレックス

タイム制の申告・割振り・変更の事務負担がの大きいことさなどが挙げられている。

この点、各府省においては、現在、勤務時間管理のシステム化の整備が進められて

いるところである（注）。また、令和４年３月に人事院職員福祉局長通知が改正され、

各府省における勤務時間の客観的把握を開始している部局では、これに基づき、適

正に超過勤務時間を管理することが求められている。 

（注）「令和４年度における人事管理運営方針」（令和４年３月30日内閣総理大臣決定）において、長

時間労働の是正のためには、まず職員の勤務時間を「見える化」した上で、適正な超過勤務命令

の実施を含む適切な勤務時間管理を行うことが必須であることから、各府省等は、次の①から③

までの機能等を備えた勤務時間管理のシステム化について、導入計画を策定し、着実に実施する

こととされている。また、地方支分部局等についても、業務に応じた勤務形態の多様性に配慮し

つつ、早期に実現を図ることとされている。 

① 出勤簿、休暇簿、フレックスタイム割振簿等の電磁記録化により、定時までに出勤したこと

を記録するとともに、これら相互の整合性の確認を自動化し、申請から承認までの手続をオン

ラインで行う機能 

② 職員の勤務時間を正確に把握することを目的に、客観的な方法により取得したデータを活

用する機能 

③ 管理職が部下の超過勤務の状況及び理由をリアルタイムで把握できる機能 

   デジタル庁と内閣人事局は、人事院と協力し、人事管理分野におけるシステムの導入について

検討を進めることとされており、内閣人事局は、当面、同局で開発した「勤務時間管理システム」

の整備を進めるとともに、各府省等との連絡調整の場を通じ、同システムの導入を希望する府省

等への導入の支援を行うこととされている。 

 

（フレックスタイム制に関する要望） 

このような状況の中、フレックスタイム制の柔軟化を求める声が、各府省や職員

などから寄せられている。 
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具体的には、各府省からは、柔軟な働き方の実現のため、申告期限やコアタイム・

最短勤務時間数について、各府省の業務実態に合わせて自律的に設定可能な制度と

するように求める声が多く聞かれた。一方で、コアタイムの短縮について、勤怠管

理者の負担が増えることやグループ会議の設定等に支障が生じるおそれがあること

を理由に慎重な意見もあった。 

職員団体からは、本府省など一般的なデスクワークが多い職場において、フレッ

クスタイム制が一定程度活用されていることに言及があった。また、コアタイムに

ついては、撤廃することでより柔軟な働き方ができる一方で、同一時間帯に在庁し

ている職員が減少することによって、公共サービスの低下や、一部の職員に負担が

集中することについて懸念が挙げられた。さらに、集団的執務体制により遂行され

る業務においては、フレックスタイム制がなじまず、長時間労働に陥る懸念があり、

仮に柔軟化を図る場合であっても、個別的かつ明示的な職員の同意を得るための措

置を確保するとともに、実効性のある超過勤務規制や客観的勤務時間の把握を始め、

長時間労働を回避するためを講じるべきとの意見があった。 

 

（本研究会の見解①：フレックスタイム制の柔軟化の必要性について） 

フレックスタイム制の対象職員が一般の職員へ拡大されて６年以上が経過してい

るところ、前述のとおり、フレックスタイム制の利用率が７割を超える府省が存在

し、フレックスタイム制の柔軟化を求める各府省の声もある。 

職員が意欲を持って職務に従事し、最大限に能力を発揮するためには、個々の職

員の希望や置かれている事情に応じた柔軟な働き方を可能とすることが必要である。

フレックスタイム制の柔軟化は、時間を有効に活用して更に柔軟に働くことができ

るようにするものであって、これにより、長時間労働の是正や仕事と生活の両立が

図られ、職員のワーク・ライフ・バランスを実現できることとなり、さらには、多

様な有為の人材の確保にも資することとなる。 

一方で、次のとおり、フレックスタイム制の柔軟化について検討するに当たって

は、執務態勢の確保、職員の健康確保等について考慮する必要があるが、これらに

ついては必要な対応が進められている。 

〇 執務態勢の確保等 

ただし、公務においては、国民に対して行政サービスを提供するための執務態

勢体制を確保しなければならないという特殊性が存在するとされし、組織体とし
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ての執務態勢を確保すべき時間としてそのために官庁執務時間が定められてい

る。また、職員の勤務時間を柔軟化する場合には、執務態勢体制を確保するため

の管理職等によるマネジメントの負担や、個々の職員によって区々である勤務時

間を管理する事務の負担が増大するおそれがあることを考慮する必要がある。 

このような観点から、現行の一般の職員のフレックスタイム制は、各省各庁の

長が必要な勤務執務態勢を確保できるようにするなど、適切な公務運営の確保に

配慮したものとなっておりであり、人事院が令和３年度にヒアリングを実施した

民間企業におけるフレックスタイム制と比べて、コアタイム・最短勤務時間数が

長く、職員による勤務時間の選択の幅が狭くなっている。このため、職員個々の

ライフスタイルや業務の状況などに合わせて勤務時間を設定することに支障が

生じる場合がある。 

一方でこの点について、昨今、テレワークを実施可能な環境が整備されてきた

ことに伴い、コミュニケーションツールや勤務時間管理システムが改善されてい

ることから、フレックスタイム制を柔軟化した場合に執務態勢体制を確保するた

めのマネジメント等の負担増加も大きくない場合があると見込まれる。さらに、

マネジメントについては、内閣人事局においても、令和３年度以降、新任管理職

員に対する新たなマネジメント研修を実施するなど、管理職員のマネジメント能

力の強化が図られている。 

〇 職員の健康確保等 

また、フレックスタイム制の柔軟化によりコアタイムや一日の最短勤務時間数

を短縮する場合には、一日の勤務時間が７時間45分と定められている官執勤務の

場合や現行の一般の職員のフレックスタイム制と比べ、ある勤務日の勤務時間を

短くすることができる一方で、その分、勤務時間が長くなる勤務日が生じ得るよ

りも長く設定される場合があることを踏まえ、職員の健康確保等についても配慮

する必要がある。 

この点、平成31年４月からは、超過勤務を命ずることができる上限が設定され

るとともに、長時間の超過勤務を行った職員の健康確保措置が強化されているた。

令和４年３月には、前述のとおり、人事院職員福祉局長通知が改正され、各府省

における勤務時間の客観的把握を開始している部局においては、これに基づき、

適正に超過勤務時間を管理することが求められている。さらに、同年４月には、
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長時間労働の是正に向けた指導を徹底するための勤務時間調査・指導室が人事院

に新たに設置されており、公務における長時間労働の是正に向けた取組が強化・

徹底されつつある。これらの取組により、フレックスタイム制の柔軟化に対応す

る職員の健康確保や長時間労働是正に向けた環境整備が進められていることが

認められる。 

以上のように、フレックスタイム制の柔軟化は、職員の能力発揮やワーク・ライ

フ・バランスの実現などに資するとともに、執務態勢の確保や職員の健康確保等の

観点からも必要な対応が進められていることからような点を総合的に勘案し、現行

のフレックスタイム制を柔軟化することが適当である。 

 

（本研究会の見解②：申告割振制によらないフレックスタイム制の導入について） 

申告割振制によらないフレックスタイム制は、例えば窓口業務など、特定の時間

帯に一定数の職員が職務に従事する執務態勢体制を確保する必要がある業務を担当

する職員について適用する場合、運用上の特段の工夫（例えば、部署において当該

業務に対応する時間帯に切れ間なくコアタイムが設定されるよう、担当職員を複数

のグループに分けた上でそれぞれのコアタイムの時間帯をずらして設定するなど）

を行わなければ業務の運営に支障が生じるおそれがあると考えられる。 

他方、フレックスタイム制の割振りは職員の申告どおりに行われるケースが多く、

コアタイムの設定や申告前のグループ内での事前調整により執務態勢体制の確保が

一定程度可能であり、また、フレックスタイムの予定を共有することで業務の運営

に支障が生じないようなマネジメントが可能な場合もある。このため、申告割振制

によるフレックスタイム制について、必ずしも全ての公務部門において維持する必

要はなく、申告割振制によらなくても公務の運営に支障がない一部の部署・業務に

おける申告割振制によらないフレックスタイム制の導入の余地も考えられる。 

この場合には一方で、導入する場合には、勤務時間の設定を職員個人に委ねた場

合に周囲への遠慮からかえって柔軟性を欠く運用となるおそれに留意する必要があ

る。ほかまた、職員間の情報共有や信頼関係の観点からは、部署・チーム内で情報

システムツール等の活用により業務の見える化（各職員の業務進捗状況）、プレゼン

ス管理（各職員の始業・終業時刻の予定、現在の状況（執務中か休憩中かなど））を

行うことが重要である。さらに、マネジメントの負担が増加する管理職等に対する

サポートや職員個人が勤務時間を設定する際に自己の健康確保の観点から必要な配



 

15 

慮ができるよう職員のヘルスリテラシーの向上のための取組が不可欠必要である。 

上記のように、申告割振制によらないフレックスタイム制については、行政サー

ビスを提供する執務態勢体制の確保と個人の働き方の柔軟化との調和をとることが

必要であり、そのためにどのようなアプローチが適当か、引き続き検討していくこ

とが適当である。 

他方、既にテレワークによる働き方が広がってきている中で、テレワーク等の柔

軟な働き方に対応した勤務時間制度の柔軟化については、を可能なものから速やか

に措置することがは、職員の能力発揮やワーク・ライフ・バランスの実現、健康確

保、多様な有為の人材の確保に資するものであり、公務能率の向上により国民に対

して質の高いサービスを提供することにつながるものである。特に、近年、国家公

務員採用試験の申込者数が減少傾向にあるとともに、若年層職員の退職率が増加傾

向にあり、公務職場の魅力を高め、働きやすい職場環境を整備することが喫緊の課

題となっていることから、申告割振制によるフレックスタイム制を基本としつつに、

現行制度の柔軟化を早期に実施することが適当である。 

 

（本研究会の見解③：申告割振制によるフレックスタイム制の柔軟化について） 

各府省・部署の業務によって、特定の時間帯に執務態勢体制を確保すべきか否か、

確保すべき時間数・時間帯が異なる。また、執務態勢体制を確保するための管理職

等のマネジメントや、フレックスタイム制の割振り・変更の事務の負担の度合いは、

勤務時間管理のシステム化の導入状況やシステム化の内容によって異なる。これら

により最適な柔軟化の程度が異なることから、フレックスタイム制の割振基準を一

律に定めることは適当でない。 

他方で、民間労働法制においてはフレックスタイム制を事業場に導入する際にそ

の基本的枠組みその対象となる労働者の範囲や清算期間、清算期間における総労働

時間、コアタイムやフレキシブルタイムを設定する場合の開始・終了時刻等の基本

的な事項について労使協定で定めることとされているところ、国家公務員は協約締

結権等の労働基本権が制約されており、その代償措置である勤務条件法定主義及び

人事院制度の観点や、各府省における安定的な運用を確保する必要性などを踏まえ

ると、制度の基本的な骨格は人事院が定める必要がある。 

このため、人事院が基本のパターン的枠組みを人事院規則で定めた上で、各府省

が基本的枠組みの範囲内で個別の事情に応じて、人事院と協議の上、府省・部署ご
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との業務の実情等に適合する応じて府省・部署ごとに最適なパターン（コアタイム

やフレキシブルタイムの時間数、一日の最短勤務時間数などの組み合わせ）を内規

で設定できるように選択可能とすることが適当である。 

具体的には人事院規則で定める一般の職員についての基本的枠組みは、現行の育

児・介護を行う職員等のフレックスタイム制等を参考にしたて、以下の内容を、一

般の職員についての基本のパターンとすることが適当である。 

【基本パターン的枠組み】 

（下線は現行の一般の職員のフレックスタイム制から柔軟化している部分） 

・ 単位期間：４週間 

・ 当初の割振期限：単位期間の開始以前 

・ 割振り後の変更：当該日の勤務時間開始前まで 

・ コアタイム：毎日（各省各庁の長が定める週１日は免除可）【Ｐ】 ２時

間～４時間【Ｐ】（９時～16時の間に設定）【Ｐ】 

・ フレキシブルタイム：５時～22時 

・ 一日の最短勤務時間数：２～４時間（週１日コアタイムが免除される日は

２～４時間未満とすること可）【Ｐ】 

交替制等勤務について一回の勤務の最長勤務時間が定められている趣旨や勤務間

インターバルの確保の観点を踏まえ、フレックスタイム制の一日の最長勤務時間を

設定することが適当である。【Ｐ】 

上記のとおり基本的枠組みを定めることによって、各府省の内規において相当に

柔軟なパターンを設定することが可能となり、職員の様々なニーズにも応じること

ができると考えられる。具体的には、年次休暇を使用しなくても午前のみ又は午後

のみの勤務といったことも可能となり、育児・介護を行う職員に限らず、病院への

通院や大学院への通学などにも活用できることとなる。 

ただし、オンラインでの国際会議への対応などのためフレキシブルタイムを深夜

の時間帯（22時～翌日５時）まで拡大するなど、各府省においてコアタイム、フレ

キシブルタイム及び一日の最短勤務時間数について上記の基本的枠組みよりも更に

柔軟なパターンを府省・部署ごとに内規で設定しようとする場合には、人事院との

協議を通じて、職員の健康及び福祉が確保されることを確認することが適当である。
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【Ｐ】 

各府省は、人事院と協議の上、コアタイム、フレキシブルタイム及び一日の最短

勤務時間数について上記の基本パターンよりも更に柔軟なパターンを選択できるこ

ととすることが適当である。ただし、フレキシブルタイムを深夜の時間帯（22時～

翌日５時）まで拡大する場合については、職員の健康確保の観点から抑制的である

べきとの委員の指摘もあったことから、深夜の時間帯に勤務時間を設定することが

できるのは、業務運営上の必要性があり、かつ、職員の健康及び福祉を考慮して支

障がないと認められる場合に限ることとすることが適当である。【Ｐ】 

なお、人事院との協議については、今後、事例を積み重ねていくことによって、

各府省限りで運用できる範囲について一定の基準を定めることが可能となれば、不

要とすることが適当である。【Ｐ】 

さらに、柔軟化したフレックスタイム制をの適切にな運用を確保する上では、業

務態勢体制の確保や勤務時間管理システムの整備が必要となるとともに、勤務時間

管理のシステム化が有効である。ことなどを考慮し、この観点からは、フレックス

タイム制の利用・活用が進んでいる府省における取組を参考に対応することが重要

である。これらの対応を行っている期間において、各府省は、人事院と協議の上、

一定の期間に限り、現行の一般の職員のフレックスタイム制を府省・部署ごとに適

用選択できることとし、段階的かつ計画的なに柔軟化を進めることも認めることを

許容することが相当適当である。【Ｐ】 

 

（今後の検討事項） 

〇 一日の最短勤務時間数を短縮すると、単位期間の長さにもよるが、ある勤務日

の勤務時間を現行よりも短くすることができる一方で、その分、勤務時間が長く

なる勤務日が生じ得ることとなる。職員の健康確保のため、一日の勤務時間が長

くなることについて一定の制限を設ける観点や、勤務間インターバルを確保する

等の観点から、一日の最長勤務時間数を設定することや単位期間の在り方につい

て今後検討することとする。【Ｐ】 

〇 なお、一日の最短勤務時間数を基本的枠組みよりも更に短縮し、例えば０時間

とする場合には、週休日（勤務時間を割り振らない日）が追加されることとなる

ことから、週休日の制度との整合性を図る必要があり、引き続き検討を行うこと

とする。 
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〇 また、非常勤職員のフレックスタイム制の導入についても、今後検討を行うこ

ととする。 

 

２．休憩時間制度の柔軟化について 

（現行の休憩時間制度） 

休憩時間に関する規制について、公務においては連続勤務時間による方式（何時

間の連続勤務の後に何分の休憩を置くべきかを定める。）を採用し、原則としておお

むね毎４時間（最大限４時間30分）の連続する正規の勤務時間の後に休憩時間を置

かなければならないと規定している。民間労働法制において採用する労働時間の総

計による方式（一勤務の労働時間の総計により何分の休憩を置くべきかを定める。）

より強い規制となっている。 

例えば官執勤務職員について、時差通勤や早出遅出勤務などにより昼休み後の連

続勤務時間が４時間30分を超える場合、上記の原則によると、終業時刻前に再度の

休憩時間を置かなければならない。このような場合、勤務能率の低下や、拘束時間

が長くなることによる疲労蓄積のおそれがある。これらを防止する観点から、現在、

官執勤務及びフレックスタイム制の場合には、連続勤務時間の規制について特例が

措置されている。具体的には、昼食時や夕食時に職員に一斉に休憩を与えることを

念頭に、これらの時間帯に休憩時間を置くことを要件として、昼食時間帯から夕食

時間帯まで連続して勤務することができるよう、最長で６時間30分までの連続勤務

時間が認められている。 

なお、労働基準法（昭和22年法律第49号。国家公務員は適用除外）においては、

労働者が共に食事をするなど実のある休憩を取ることができるようにするため、一

斉付与の原則が定められているが、運輸交通業、商業、金融・広告業、接客娯楽業

等や官公署の事業といった公衆を直接相手とする業態については、一斉付与の原則

が適用除外とされている。また、労務管理の個別化が進展し、自律的に働くことを

希望する労働者がいることなどに鑑み、平成10年から、労使協定を締結することに

より一斉付与の原則を適用除外とすることができることとなった。公務においては、

勤務時間法等に一斉付与の原則を定める規定はなく、運用上、できるだけ一斉に休

暇を与えるよう配慮すべきものと考えられているが、窓口業務等や交替制勤務にお

いて交代で休憩時間を置くことは行われている。 

 

（休憩時間制度をめぐる状況） 
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昨今、テレワーク等による柔軟な働き方が広がる中、同一の機関や部局に所属す

る職員が官署で共に勤務する機会がこれまでよりも少なくなり、これらの職員に対

して休憩時間を一斉に付与する必要性が低下している場合があると考えられる。ま

た、特に在宅勤務の場合、職員が休憩時間に家事や育児・介護に従事することがあ

り、職員のライフスタイルによって休憩時間を置くことを希望する時間帯が区々で

あると考えられる。しかしながら、職員が個々のライフスタイルや業務の状況など

に合わせて昼食・夕食時間帯以外に休憩時間を置く場合、上記の特例が適用されな

いため、原則どおり当該休憩時間のおおむね４時間前又は後に休憩時間を置かなけ

ればならず、職員の始業から終業までの拘束時間が長くなる。 

 

（休憩時間制度に関する意見） 

このような状況の中、職員からは、フレックスタイム制の改善点として、休憩時

間の置き方の柔軟化が一定程度挙げられている。 

また、職員団体からは、テレワークが一斉休憩を原則とする在庁勤務のような執

務環境にないこととも相まって、所定の休憩時間を自律的に確保する意識が希薄と

なる傾向にあるため、その柔軟化に伴い、テレワークを行う職員の健康被害を誘発

するおそれがあるとの懸念が示された。 

 

（本研究会の見解①：連続勤務時間の規制の柔軟化について） 

連続勤務時間の規制は、職員の健康及び勤務能率を維持するために有効であり、

今後も連続勤務時間の規制を維持することが適当である。一方、テレワーク等の柔

軟な働き方が広がってきており、休憩時間の一斉付与の必要性が低下するとともに、

職員が休憩時間を置くことを希望する時間帯が区々となっている中で、昼食・夕食

時間帯に休憩時間を置くことを要件としている現行の特例措置は、弾力性に欠ける

面もある。この特例措置は、原則によった場合には終業時刻前に再度の休憩時間を

置くかなければならないことによる勤務能率の低下や、拘束時間が長くなることに

よる疲労蓄積を防止するためのものであることを踏まえた上で、連続勤務時間の規

制を柔軟化すべきである。 

具体的には、官執勤務、フレックスタイム制及び交替制等勤務のいずれの場合に

おいても、おおむね毎４時間の連続する正規の勤務時間の後に休憩時間を置かなけ

ればならないとの原則は存置することが適当である。その上で、官執勤務及びフレ

ックスタイム制の場合、各省各庁の長が公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考
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慮して支障がないと認めるときには、休憩時間を置く時間帯にかかわらず、最長で

６時間30分の連続勤務時間を設定できることとすることが適当である。 

 

（本研究会の見解②：フレックスタイム制の場合における職員の申告を考慮した休憩

時間の設定の導入について） 

さらに、Ⅱ１．のとおりフレックスタイム制を柔軟化する趣旨を踏まえれば、休

憩時間の一斉付与の必要性が低下するとともに、職員が休憩時間を置くことを希望

する時間帯が区々となっている中で、フレックスタイム制の場合の休憩時間につい

ても、職員が個々のライフスタイルや業務の状況などに合わせて希望する時間帯に

置くことができるように柔軟化することが適当である。 

具体的には、フレックスタイム制が適用される職員についての場合、職員の申告

した休憩時間が連続勤務時間の規制を満たし、かつ、コアタイム（休憩時間を設定

できるように分割可）に重ならない場合において、各省各庁の長が、公務の運営に

支障がないと認めるときは、職員の申告を考慮して休憩時間を設定すること（コア

タイムの時間帯に休憩時間を置くことは不可。）ができることとすることが適当であ

る。これにより、例えば、夕方から休憩時間を開始して子を保育園に迎えに行き、

食事、入浴、寝かし付け等を行った後、勤務を再開するなど、職員個人が自身にと

って最大限能率的に働くことができる休憩時間を選択できるようになる。 

 

（今後の検討事項） 

職員団体から、テレワークの場合には所定の休憩時間を自律的に確保する意識が

希薄となる傾向にあるため、休憩時間の設定の柔軟化に伴い、職員の健康被害を誘

発するおそれがあるとの懸念が示されたことを踏まえ、Ⅲ．のとおりテレワークに

ついて今後検討を行う際に、このような懸念に関する措置の在り方についても検討

することとする。 

 

３．提言 

人事院は、本報告を踏まえ、Ⅱ１．及び２．のとおりフレックスタイム制及び休憩

時間制度を柔軟化することを基本として、関係各方面と調整の上、必要な措置を早期

に実施すべきである。 

また、柔軟化されたフレックスタイム制及び休憩時間制度が十分活用されるために

は、各府省において勤務時間管理システムを整備し、申告・割振りの手続を簡素効率
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化することが不可欠である望ましいことから、フレックスタイム制等の手続をオンラ

インで行う機能や職員の勤務時間の正確な把握のための機能などを備えた勤務時間管

理のシステム化を、内閣人事局等の主導の下、早期にシステムを整備するデジタル庁

等の協力を得て、各府省において速やかに進める必要がある。 

また、職員の勤務時間を柔軟化した場合であっても行政サービスを提供する執務態

勢を確保するため、管理職等によるマネジメントが適切に行われるよう、研修等を通

じて管理職員のマネジメント能力の強化が図られる必要がある。 

さらに、フレックスタイム制及び休憩時間制度の運用が職員の柔軟な働き方に対応

したものとなるよう、業務量に応じた要員が十分に確保される必要がある。 

 

Ⅲ．今後の進め方について 

第３回研究会において時間をかけて丁寧に議論することとされたテレワークや勤務

間インターバル確保の方策のほか、本報告で言及したフレックスタイム制等の柔軟化

以外の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度の在り方等について引き続き検討を行う。 

 

以   上    
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開 催 経 過 

 

第１回（令和４年１月31日（月）） 

・ 研究会の運営等について 

・ 意見交換 

 

第２回（令和４年２月28日（月）） 

・ 内閣人事局からのヒアリング 

・ 公務員労働組合連絡会からのヒアリング 

・ 日本国家公務員労働組合連合会からのヒアリング 

・ 意見交換 

 

第３回（令和４年４月18日（月）） 

・ 第２回研究会のヒアリングを踏まえた意見交換 

 

第４回（令和４年５月30日（月）） 

・ 金融庁からのヒアリング 

・ フレックスタイム制の柔軟化等に関する意見交換 

 

第５回（令和４年６月21日（火）） 

・ 中間報告骨子（案）について 

 

第６回（令和４年７月４日（月）） 

・ 中間報告（案）について 

 

 



資料４

○　内閣人事局

内閣人事局、各府省及び職員団体からの意見

【フレックスタイム制】

　現在のコアタイム（５時間）や一日の最短勤務時間（６時間）については、柔軟な勤務時間の設定を阻害している面があることから、一
律に規制をするのではなく、各府省が業務実態に合わせ、コアタイム・最短勤務時間の必要性や必要な場合の内容を自律的に判断し、設定
できる仕組みとすべきであり、その観点から、一律のコアタイム・最短勤務時間の廃止を提案してきた。
　今般、中間報告を取りまとめるにあたっては、本研究会において各府省からの意見を十分に踏まえて可能な限り柔軟化する方向で議論い
ただきたい。また、当方としては、中間とりまとめ以降も引き続き、人事院との間において、当面の措置の具体的内容（人事院規則、通
知）や今後のコアタイム、一日の最短勤務時間等の在り方等について議論させていただきたい。

　フレックスタイム制の柔軟化に際し「人事院と協議」が必要とされていることについて、与えられた条件のもとで柔軟化を行っている場
合であれば、特に協議は必要ないのではないか。例えば、フレキシブルタイムを深夜の時間帯まで拡大する場合であっても、深夜における
国際会議対応等の具体的な基準を想定しているならば、あらかじめそれを示していただければ、人事院との協議なしに、各省限りで運用で
きるのではないか。個別協議によって各省の運用が他省庁から見えなくなり、フレックスタイム制の活用が進まなくなることを懸念してい
る。
　制度の定着の段階で各省の運用が適切であるかどうかを確認していく必要があるということであれば、なるべく早期に協議等で収集した
事例を踏まえて条件を基準化し、協議なく各省限りで運用できる方向とすることを中間報告で明示していただくことも一案と考えるが、い
かがか。

　「一定期間に限り」現行の一般の職員のフレックスタイム制の選択が認められるのはどのような場合であるか教示願いたい。（仮にその
ような期間が必要であるとしても、中間報告において、その期間を短期のものとし、具体的に明示すべきではないか。）なお、勤務時間管
理のシステム化等を迅速に進めるためにも、システム化が進んでいないことを理由として新制度の導入の猶予を許容することは適当ではな
いと考える。（中間報告において、各府省は可能な限り迅速にシステム化等を進めるべきであるとのご提案を頂けないか。）

　基本的枠組みよりも更に柔軟なパターンの設定

　現行制度の適用



○　各府省

府省等 意見

1 Ａ省庁

　フレックスタイム制の柔軟化として、幾つか案が示されているが、週によってはかなりの偏りが生じることが
考えられる。
　このことから、４週間内の精算期間の上限の範囲内では、その偏りを吸収するのは難しいと考えられ、柔軟化
したフレックスタイム制を使用しやすいようにするために、民間法制と同様に精算期間の上限を１２週間（３ヶ
月程度）とするほか、精算期間の４週間を超える場合には、例えば週平均48.5時間を超えないこととするなど、
示された案以外にも柔軟に対応できるようにする必要があると考えるがどうか。

2 Ｂ省庁
単位期間について、一般職員についても育介職員と同様に柔軟化（１～４週間）していただきたい。（４週間単
位だと途中の変更申請を何度も行ない担当者の負担が増える）

3 Ｃ省庁

　制度上、単位期間は原則として４週間となっており、４週間では適正に割振りを行うことができない場合に
は、１週間、２週間、３週間とすることとなっています（人事院規則15-14第４条の２、運用通知第３第15項第
２号）。
　このため、週の途中で異動（退職や他省庁への異動）する場合、フレックスの単位期間は異動日の前週までに
しなければならず、異動日の週はフレックス制度が利用できません。
　Ｃ省庁は、任期付職員や他省庁からの出向者が全職員の約４割を占めており、それらの職員もフレックス制度
を最大限有効に活用できるよう、例えば、異動日の前の週までは週38時間45分、異動日の週は１日７時間45分と
なるよう割振るのであれば、異動日の週の途中までを単位期間にすることができる等の例外規定を設けていただ
くよう、要望いたします。

　単位期間

【フレックスタイム制】



4 Ｄ省庁
コアタイム及びこれに伴う最短勤務時間について、２時間～４時間【P】とされているが、仮に２時間や３時間
に府省統一的に設定された場合、特に地方機関での窓口業務体制の確保が困難となるおそれがあるため、２時間
～４時間の範囲で各府省が設定できるなど、４時間を選択可能にして頂きたい。

5 Ｅ省庁

各省各庁の長が定める週１日はコアタイムを免除することは、より柔軟な働き方を可能とする上で有意義であ
り、係る仕組みを設けて頂きたい。また、長時間勤務を命ぜられた職員に、有給休暇を用いずに休息の機会を設
ける観点からも有意義ではないかと思量する。（超勤代休時間の制度があるが、当該制度に基づく休息の機会は
翌月以降であり、職員の健康及び福祉の観点からは、より早期の休息機会が望まれる。）

6 Ｃ省庁

　Ｃ省庁では、人事院規則15-14運用通知「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」第３第６項の規定
（超過勤務による疲労蓄積防止のため早出又は遅出をさせる場合はコアタイムの基準によらないことができる）
を活用し、職員の健康保持及び長時間労働の是正を図っていますので、フレックス制度柔軟化後においても、当
該規定を残していただくようお願いいたします。

7 Ａ省庁

　フレックスタイム制の基本パターンにおいて、全職員の「コアタイムの週１日の免除」や限定的ではあるもの
の、更に柔軟なパターンとして「フレキシブルタイムの深夜拡大」が示されているが、官署によっては職員数や
管理職員等も少ないところもあり、申請の仕方や申請者の数により、官庁執務時間による開庁時間を維持できな
い場合等の公務の運営に支障が生ずる可能性が考えられるところ。
　このことから、これまでと同様、「公務の運営に支障が生ずる場合の勤務時間の割振り変更」は可能という理
解でよいか。

8 Ｂ省庁
フレックスタイム制に関して、健康に留意する必要のある職員（例：障害を有する職員や心身の故障がある職
員）や、勤務態度不良の職員については、職員の申告を考慮しつつ、承認権者が慎重に判断するといった運用が
必要であると思われる。

　コアタイム・一日の最短勤務時間数

　割振り



9 Ａ省庁

　フレックスタイム制の柔軟化において、人事院協議により更に柔軟なパターンを選択できるとされている「フ
レキシブルタイムの深夜拡大」につき、その例示として「オンラインの国際会議対応」が示されているところ。
　Ａ省庁においては、本例示のほかにも深夜に従事する業務が想定されているものの、その多くが突発事案かつ
速やかな対応を求められることから、その都度、人事院への事前協議が困難と考えられる。
　このため、勤務時間管理担当職員の事務負担軽減を念頭に、円滑な業務の執行を考慮した場合、柔軟な協議体
制（事前協議等で一定基準（複数パターン化等）を設ける、又は、事後報告を可能とする等）についてご検討い
ただきたい。

10 Ｅ省庁

深夜に開かれるオンラインの国際会議等に対応することが求められる中、基本的枠組みよりも更に柔軟なパター
ンを可能とすることは、業務に即した勤務時間帯の設定によって職員の労働時間の縮減にも資するものであり、
仕組みを設けて頂くようお願いしたい。この際、国際会議等は急遽開かれることもあり、その都度、人事院に事
前協議することは現実的ではないと考えられることから、一定の枠内で各府省で判断できるようにするなど柔軟
な協議の仕組みとして頂くようお願いしたい。

11 Ｆ省庁

「…一定期間に限り、現行のフレックスタイム制を選択できることとする」とあるが、柔軟化が図られた場合に
は、当該柔軟化されたフレックスタイム制へ移行(規程化)しなければならないのか。
特にフレキシブルタイム５時～22時については、休憩時間の置き方にも大きく影響することから一律に当該時間
帯を採用しなければならないのかを確認させていただきたい。
また、「一定期間に限り」とあるがこれはどの程度の期間を想定しているのか。
　※　システム導入しているものは設定変更等で改修を伴う場合がある
　※　フレックス以外の者との均衡や省庁内の勤務時間全体の在り方の見直しが必要になる可能性がある

12 Ｃ省庁

　Ｃ省庁では、全職員の１割程度が期間業務職員（非常勤職員）であり、秘書業務や庶務業務の多くを担ってい
ます。また、障害を持ち定期的な通院を要する期間業務職員も多数勤務しています。
　このような状況にありますので、期間業務職員へのフレックス制度の解禁について、早期の実現を引き続き要
望いたします。

　基本的枠組みよりも更に柔軟なパターンの設定

　現行制度の適用

　非常勤職員のフレックスタイム制の導入



13 Ｆ省庁
この度、勤務時間法第6条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振る場合(フレックスタイム制)について
の休憩時間の柔軟化(連続6時間30分まで勤務可)を検討されているようであるが、例えば第6条第2項の規定によ
る時差出勤による割り振りなどについても併せて休憩時間の特例の見直しをする予定等はあるのか。

14 Ｂ省庁
・「フレックスタイム制の場合、各省各庁の長が、職員の申告を考慮して休憩時間を設定すること（コアタイム
の時間帯に休憩時間を置くことは不可。）ができることとする。」について
→「公務の運営に支障がないと認める場合」という条件を付して欲しい。

15 Ｄ省庁

フレックスタイム制については「現行の育児・介護を行う職員のフレックスタイム制と週休日の追加の点を除い
て同程度まで柔軟化」とのことであるが、休憩時間短縮制度についても、育児・介護の職員と同様、１２：００
～１３：００の休憩時間について、３０分まで短縮を認める考えもあると思うが、そのようにされていない理由
があればご教示頂きたい。

16 Ｇ省庁
見直し後の制度については、複雑なものとせず、どの職員にとっても分かりやすいものとなるようにお願いす
る。特に、勤務時間管理員や庶務担当者にとって、見直し後の制度の導入により、既存のフレックスタイム制よ
りも業務量の負担が軽減されるような制度設計をお願いしたい。

17 Ｈ省庁

〇フレックスタイム制の柔軟化が図られることについて歓迎する。改正された制度の内容が多くの職員に理解さ
れ適切に活用されるよう、例えば改正内容のポイントやその活用によって実現する生活パターン等が掲載された
周知用の分かりやすい資料を御提供いただきたい。

〇また、将来的に更なる制度柔軟化のニーズが出てきた際に、どのような条件が整えば制度改正につながるか。
検討に必要となる論点や観点について、今回の制度改正が実現した理由も踏まえ、御教示いただきたい。

【休憩時間制度】

　官執勤務の休憩時間

　フレックスタイム制の休憩時間

【全般】



○　職員団体

公務員労働組合連絡会

（１）1.の２つ目の〇　〔事務局注：現行のフレックスタイム制の適用関係〕
各府省は、人事院と協議の上、「一定の期間に限り～」と記載されているが、「一定の期間」についてイメージがあれば教えて頂きたい。

（２）2.の２つ目の〇　〔事務局注：フレックスタイム制の休憩時間関係〕
「～職員の申告を考慮して休憩時間を設定すること（コアタイムの時間帯に休憩時間を置くことは不可。）ができるとする」とあるが、
① 休憩時間の設定については申告者が申告した内容を基本とし、各省各庁の長がトップダウンで一方的に設定してくることはない、という
認識でよいか。
② コアタイムの時間帯に休憩時間を置くことは不可とあるが、コアタイムの09-16時の間には休憩時間を設定することはできないという認
識でよいか。



日本国家公務員労働組合連合会

1.フレックスタイム制の柔軟化について
　国の行政機関においては、過剰な定員削減により脆弱化した職場の人的体制にあって、職員の恒常的な超過勤務に依存した業務を余儀な
くされている。また、原則的な官執勤務の場合であっても、客観的な勤務時間の把握がままならない実態にあり、職場の繁忙とも相まっ
て、夜間・休日等のいわゆるサービス残業が蔓延している。こうした実情を踏まえれば、勤務時間制度の柔軟化は、さらなる人的体制の分
散に伴う業務の停滞につながり、行政サービスの低下を招く要因になりかねない。
　一方で、フレックスタイム制は、2016年4月から原則としてすべての職員に適用されているものの、「一般職国家公務員のフレックスタイ
ム制の利用状況調査結果（令和3年10月時点）」のとおり、ほとんど定着しないまま推移している。そうした実態は、フレックスタイム制そ
のものが職場の集団的執務体制になじまないばかりでなく、長時間労働に陥る蓋然性が高いことに起因するものと推認できるところ、それ
らの解消のために勤務時間制度の柔軟化が寄与するものとは想定できない。
　したがって、フレックスタイム制の柔軟化は、現時点において推進すべきではなく、職場の人的体制の拡充と業務の効率化や適正な勤務
時間管理等を実現し、職員の長時間・過密労働とそれに起因する健康被害の実態を早急に解消することを優先的に措置した上で、別途検討
すべきである。
　なお、本骨子（案）にある事項について、別途留意すべき観点として次のような意見があった。
(1) フレキシブルタイムの伸長をはじめ、フレックスタイム制の利用の促進に伴い、職員の在庁時間（庁舎の利用時間）の増加による電力
消費量等の増嵩が見込まれるところ、政府の省エネルギー政策との整合性に留意すべきである。
(2) とりわけ早朝の時間帯におけるフレキシブルタイムの伸長に伴い、当該職員が単独で庁舎又は執務室を使用することが想定されるた
め、複数の職員による相互牽制・不正行為防止体制が構築できないことが懸念される。
一方で、当該体制の代替措置として警備用機器等を設置する場合には、当該機器の導入・運用コストの増大による費用対効果について、事
前の検証を徹底することが不可欠である。

2.休暇時間制度の柔軟化について
　現行の休憩時間の設定のあり方は、職員の就業に伴う疲労の回復を主眼とした勤務時間制度における規制を趣旨とするものである。
　したがって、本骨子（案）にある休暇時間制度の柔軟化を措置する場合には、当該措置に起因する職員の健康被害を未然に防止するため
の措置を先行的又は同時に講じる必要がある。
　また、本骨子（案）にある次の事項について、その詳細を別途説明されたい。
(1) 「最長で6時間30分の連続勤務時間を設定できることとする」とあるところ、当該最長時間を基準とした科学的根拠について、「職員の
健康及び福祉」の観点から説明されたい。
(2) 「公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認めるとき」とあるところ、当該要件がどのような指標・基準及び個
別具体的な事案を想定したものなのか説明されたい。
(3) 「コアタイムの時間帯に休憩時間を置くことは不可。」とあるところ、当該要件を設定する理由を説明されたい。


